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平成１９年度第４回小金井市国民健康保険運営協議会会議録 

 

日 時  平成２０年１月１６日（水） 

場 所  小金井市前原暫定集会施設Ａ会議室 

 

出席者 〈委 員〉 

      時 田 啓 一   森 屋 佳 子   横 尾 和歌子 

      渡 邉 俊 雄   佐 藤   仁   友 利 直 樹 

      廣 野 惠 三   菊 田 隆 夫   池 田   馨 

      櫻 井 綾 子   伊 藤 隆 文   紀   由紀子 

      小 山 美 香   森 戸 洋 子   齊 藤 紀 夫 

      菅   重 博 

 

    〈保険者〉 

      副市長                 大久保 伸 親 

      市民部長                上 原 秀 則 

      保険年金課長              久 保   曻 

      健康課長                荻 原 みどり 

      国民健康保険給付係長          千 葉 幸 二 

      国民健康保険税係長           小 林 順 悦 

      老人医療係長              當 間 光 弘 

 

欠席者 〈委 員〉 

      種 田 美智子 

 

傍聴者  なし 

 

議 題  日程第１  小金井市国民健康保険税の見直しについて（諮問） 

     日程第２  小金井市特定健康診査等実施計画について（諮問） 

     日程第３  その他 
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開  会 午後 ２時００分 

（会長）それでは、新年早々でございますので。新年おめでとうございます。本年もひと

つよろしくお願い申し上げます。 

 定刻でございますので、平成19年度第４回国民健康保険運営協議会を始めさせていただ

きたいと思います。 

 まず、本日は副市長にご出席をいただいておりますので、副市長のあいさつをいただき

ます。 

 副市長、よろしくお願いします。 

（副市長）皆さん、こんにちは。ちょっと遅くなりますけれども、新年明けましておめで

とうございます。委員の皆様におかれましては、平素より本市国民健康保険事業の円滑な

運営にご理解とご協力を賜りまして、まことにありがとうございます。深く感謝申し上げ

る次第でございます。 

 本来であれば市長が参りまして、直接皆様にごあいさつを申し上げるべきところでござ

いますが、あいにく他の公務と重なりましたので欠席をさせていただいております。かわ

りまして、私の方から一言ごあいさつをさせていただくものでございます。 

 さて、ご承知のように、医療制度構造改革については、既に２年前より段階的に制度改

正が施行されているところでございますが、ことしの４月には最大のピークを迎えること

になります。とりわけ保険者に義務づけられました生活習慣病、いわゆるメタボリックシ

ンドローム予防のための特定健康診査、保健指導事業や75歳以上を対象とした新しい高齢

者医療制度の実施に向け、今、全力を挙げまして準備を進めている状況でございます。 

 そこで、本日は医療制度改正に伴う保険税の内容変更と、この間ご協議いただいてきて

おりました特定健診等の実施計画につきまして、ご審議をお願いすることになっていると

ころでございます。諮問の内容につきましては、後ほど詳しくご説明申し上げさせていた

だきますが、皆様方のご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつ

とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

成  立 （会長）それでは、ただいまから議事に入るわけでございますが、その前に本

会議の成立の可否について事務局に報告を求めます。 

（市民部長）それでは、本協議会の成立の可否につきましてご報告申し上げます。 

 本協議会の委員定数は17名でございます。本日は、委員定数２分の１以上の16名の委員
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の方のご出席をいただいておりますとともに、条例で定めてございます第１号委員から第

３号委員までの各委員におかれましては、それぞれ１名以上の委員のご出席をいただいて

いるところでございます。したがいまして、本協議会は小金井市国民健康保険運営協議会

規則第７条に規定がございます会議の定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

（会長）報告のとおり、ありがとうございました。 

 それでは、早速、議事に入ります。 

 初めに、小金井市国民健康保険運営協議会規則第９条第２項の規定により、会議録署名

委員２名を指名いたしたいと思います。 

 ９番の菊田委員、10番の池田委員のお二人を会議録署名委員としてご指名いたしますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議事を進めたいと思います。 

 本日の日程につきましては、既に机の上にご配付しております議事日程のとおり、諮問

２件、その他となっております。約２時間を予定いたしております。平成20年第１回市議

会定例会に提案するということで、期間もございませんので、ご協力のほどをよろしくお

願い申し上げておきます。 

日程第１ （会長）それでは、日程第１、小金井市国民健康保険税の見直し及び小金井市

特定健康診査等実施計画についてを議題といたします。 

 市長の諮問を求めます。 

諮  問 （副市長）小金井市国民健康保険運営協議会会長、伊藤隆文様。 

 小金井市長、稲葉孝彦。 

 小金井市国民健康保険税の見直しについて（諮問）。 

 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、小金井市市税賦課徴収条例の一部を

下記のとおり改正したいと考えています。 

 つきましては、小金井市国民健康保険運営協議会規則第２条の規定に基づきまして、貴

協議会の意見をお示し願います。 

 記。 

 諮問事項。 

 １、小金井市市税賦課徴収条例の一部改正について。 

 改正内容。 
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 （１）医療分。 

 ①国民健康保険の被保険者に係る所得割額について、100分の5.17を100分の3.51に改正

する。 

 ②国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額について、２万円を7,000円に改正す

る。 

 （２）支援分。 

 ①国民健康保険の被保険者に係る所得割額について、100分の1.66とする。 

 ②国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額について、１万3,000円とする。 

 （３）被用者保険の被扶養者であった者の保険税の減免。 

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保被保険者となる元被用者保険被扶養者に対する

保険税の減免を行う。 

 この改正は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、平成19年度分まで

の国民健康保険税については、従前の例によるものとする。 

 以上が１つ目の諮問でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、２つ目の諮問でございます。 

 国民健康保険運営協議会会長、伊藤隆文様。 

 小金井市長、稲葉孝彦。 

 小金井市特定健康診査等実施計画の策定について（諮問）。 

 高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、特定健康診査等実施計画の策定が義務

付けられたことから、小金井市特定健康診査等実施計画について下記のとおり策定したい

と考えています。 

 つきましては、小金井市国民健康保険運営協議会規則第２条の規定に基づきまして、貴

協議会の意見をお示し願います。 

 諮問事項。 

 １、小金井市特定健康診査等実施計画について。 

 策定内容。 

 （１）平成20年度から平成24年度までの５年間の実施計画とする。 

 （２）実施計画には次の事項を定める。 

 ①特定健康診査等の具体的な実施方法。 

 ②特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標。 
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 ③その他、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項。 

 （３）実施計画の公表は、市報等で行う。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（会長）ただいま市長にかわって副市長から諮問が２件ありました。それぞれの諮問書の

写しを皆様にご配付申し上げます。 

 なお、副市長はこの後、所用がございますので、ここで退席されます。 

 それでは、配付をお願いします。 

（副市長）どうぞよろしくお願いいたします。 

（諮問書配付） 

（会長）委員の皆様、２件、諮問書お届きでしょうか。 

 それでは、ただいまの諮問につきまして、それぞれの説明を求めます。 

 まずは日程第１、小金井市国民健康保険税の見直しについての諮問について、事務局の

説明を求めます。 

説  明 （保険年金課長）それでは、ただいまの日程第１、国民健康保険税の見直しに

ついてのご説明をさせていただきます。 

 初めに、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 着席したままご説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

 きょう机上にお配りしました資料の１ページをごらんいただきたいと思います。 

 私どもの方で、今回の見直しにつきまして、国保税算定に係る基本的な考え方というこ

とで、資料の１ページの上の方の表になりますが、５項目を挙げております。こちらにつ

いて読み上げる形でご説明いたしますが、まず①としましては、医療分と介護分で、これ

まで二本立てでございましたが、制度改正によりまして医療分、支援分、介護分の三本立

てに変更になるということでございます。②としましては、税額の増の変更は行わないと。

それから、③としまして限度額の増の変更も行わない。④としまして、介護分の税率は平

成19年度と同率・同額とすると。⑤としまして、医療分の税率及び限度額を医療分と支援

分とに分ける。こういう基本的な考え方の結論に達しております。 

 具体的にちょっとお話をさせてもらいますが、まず支援分というのは、今回新たに加わ

ったわけでございますが、従前、老人保健法、これで国民健康保険の医療分として税をい

ただいていた中から、老人保健法の方に拠出金という形で支出をしておりました。これが

今までの成り立ちでございましたけれども、ことしの４月から医療制度の改正によりまし
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て、75歳以上の方が独立した後期高齢者医療保険制度に変わりますので、その分につきま

して新たに後期高齢者の支援分という形で、後期高齢者の医療費の医療給付金の財源の10

分の４をこれに充てるということで、その負担割合を明確にするということで、新たにこ

ういう形の支援分という内容の税目ができたわけでございます。 

 したがいまして、これまでの国保税は、先ほどのように国保税の中に医療分と老健の拠

出金が入っていたのが、医療分と後期高齢者支援分というふうに独立した形で、それと従

前の介護保険料とあわせて三本立てになるということでございます。 

 今回の国保税の変更に際しまして、私どもの方で、これは例年そうなんですが、税の関

係を見るときに、歳出を、まず出の方を予測いたしまして、それから歳入を確保するとい

う手順を踏むわけでございます。結果として、国保税の内容を増改定にしなければいけな

いという判断をすることがございますけれども、今回はこの基本的な考え方どおり、国保

税の改定をする必要がないというふうに結論づけたわけでございます。 

 具体的に、国保税の変更内容をご説明する前に、資料の２ページ目、今の裏面をちょっ

とごらんいただきたいと思いますが、こちらが平成19年度と平成20年度の款別の当初予算

比較表でございます。この表は、いわゆる素案的なものでございまして、大きくは変わら

ないと思いますが、今後、動く可能性はございます。ただ、時間的に、現在つかんでいる

数値で国保税をどうするかという判断をしなければいけませんでしたので、とりあえずつ

かんでいる数字で判断させていただきたい、こういうことでございます。 

 特に今回、具体的な話をこの後させてもらいますが、いろいろ項目が変わってまいりま

す。制度変更で項目が変わってまいりますので、従前のデータが使えないというようなこ

とがございまして、とりあえずこういう形で予算、とりあえず素案を組んでみました。 

 この中身でございますけれども、１つは歳入、左側の表でございます。歳入につきまし

ては、75歳以上の被保険者が抜けますので、保険税、左側の１番という国民健康保険税、

これと３番の国庫支出金、それから９の繰入金、これが75歳以上の被保険者が抜けること

で減額となっております。それから、４番の療養給付費等交付金、これも退職者の医療に

かかる給付の交付金でございますが、これも制度上大幅に減るということでございます。

そのかわりに、それを振りかわる形で、ナンバー５の前期高齢者交付金というのが新たに

制度設定されました。これがふえて、多くふえる分と減額する分とが見合いとなって、歳

入の方はほとんど変わらない状況でございます。 

 それから、右側の表でございますが、歳出につきましては、２の保険給付費は、医療分
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は毎年増加しておりますので、増加率として3.1％ほど増加の見込みをしております。３番

目の後期高齢者支援金等というのが新設されまして、逆に５番の老人保健拠出金、これが

１カ月分だけを計上して大幅に減額となっております。こちらの歳出の方も、歳入と同様

に、大きくは増額分と減額分が見合いとなっておりますので、理論的には75歳以上の方が

抜けるわけですから予算規模が少なくなるというふうに見られますけれども、実際はこの

ように現時点ではむしろ前年度に比べて、わずかですが増額となる予算を組まざるを得ま

せんでした。 

 税率の算定に当たりまして、もとの１ページにお戻りいただきたいと思いますが、国保

税全体は増額する必要がないというふうに見込みましたので、基本的な考え方にあります

ように、介護分は大きく変動が見込まれないので、④にありますように介護分の税率は税

率・税額とも平成19年度と同じにしております。２番目の医療分でございますが、医療分

は先ほど申し上げましたように支援分というものが新たに分けられてきましたので、総体

としては変わらないということを前提に、積算といいますか算定をいたしました。支援分

につきましては、２方式を採用しまして、応能応益割が50対50、限度額が12万円、こうい

う形で一定の目安が出ておりましたので、私ども連合会から示された後期高齢者の支援分

が、10億8,777万1,000円という数字が出ておりますので、それを確保する税率を算定いた

しました。 

 同じ１ページの矢印の下の方の表でございますが、平成20年度の税率・税額という表で

ございますけれども、この中の（１）の税率・税額の網かけのところに支援分というふう

に書いてございます。所得割が1.66％、均等割が１万3,000円というふうに算定したわけで

ございます。それは、先ほど申し上げました応能応益割の割合、限度額12万ということで、

示されています支援分を確保するということで、この税率となったわけでございます。 

 （２）のその下の方に応益率と限度額という表がございますが、この中の支援分は応益

率が49.6％、応能割が50.4％ということで、ほぼこちらで考えていました50対50の応能応

益割にほぼ近くなっております。この結果、医療分につきましては、現行の税率から支援

分の税率を差し引いたものということになっていますので、所得割は上の網かけの表のと

ころですね、（１）の網かけの表でございますけれども、現行の医療分が5.17％ですので、

そこから支援分の1.6％を差し引いた3.51％、資産割はそのまま15％を使います。それから、

均等割につきましては現行２万円でございますので、支援分で１万3,000円を差し引いた

7,000円ということになります。平等割につきましては、6,600円のままとして算定いたし
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ました。医療分の限度額は、これまで53万円でございましたので、支援分で12万円の限度

額を設定しましたので、その差し引きの41万円ということになっております。実際はこう

いう形で、三本立てにはなっておりますが、中身は医療分と支援分を合わせたものは、19

年度までの税率、限度額と同じになってございます。 

 この右側に棒グラフがございますけれども、棒グラフの２本あるうちの左側は、制度改

正前の状況をあらわしたもので、75歳以上の被保険者、この表でいきますと７億9,400万円

ほどが抜けて、右側のグラフに移行するということになります。それが右側の方で医療分

と支援分とに分かれると、こういうような形の説明でございます。総体としては、介護分

以外の医療分は変わらないと、医療分の中身が医療分と支援分とに分かれたというふうに

ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、今回の諮問事項の３番でございます。被用者保険の被扶養者であった方の保険料

の減免についてということで、これも賦課徴収条例に規定する必要がございますので、ご

説明をさせていただきます。 

 これにつきましては、国の方からまだ具体的な条例例が示されておりませんので、その

趣旨としてご意見をいただきたいと思います。 

 内容はどういうことかといいますと、具体例としまして、75歳以上の夫が、会社等に勤

めていて、社会保険に入っていて、奥様が74歳以下だという場合に、扶養になっていると

いうケースがあります。今度の４月からの新制度になりますと75歳以上は独立した後期高

齢者医療制度に移行されるために、奥様の方は扶養ということから外れていずれかの保険

に入らなければいけませんので、国保の方にこれは入ることになります。その方について

は、２年間の緩和措置を行うというものでございます。こういう内容で、条例に盛り込み

たいというふうに思っています。 

 対象者数の推計は、この資料の３ページに、大体制度の中身を書いてあるんですが、こ

れの２番目に、対象者数は全国で約７万人ということになっておりますので、非常に少な

いケースだというふうには言われております。ただ、一応、減免措置をするためには、条

例の方に盛り込まなければいけないということで、今回ここにあわせて条例として、内容

の変更をさせていただくということでございます。 

 以上、簡単ですが、ご説明とさせていただきます。 

（会長）事務局の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 
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 ご質疑のある方は挙手をして、よろしくお願いいたします。 

 どなたかございますか。 

質  疑 （森戸委員）１つは、きょうこの諮問をいただいて、今説明を伺っただけなん

ですが、私はやはりもう少しいろいろと資料もいただいたりする必要があると思っていま

して、きょうこの結論を出せと言われるのは大変無理があるというふうに思っております。

まずその点について、小金井市の方でどのようにお考えになっていらっしゃるのかという

ことを伺いたいと思います。 

応  答 （市民部長）森戸委員からご質問いただきました。内容が非常に重要なことだ

けに、おっしゃることは十分承知しているつもりです。ただ、臨機応変といいましょうか、

今回につきましては先ほど課長の話がありましたように、大くくりの中では税の変更は全

くございません。内訳が変わるということでございます。それから、新しい制度が、ここ

で４月から、75歳以上が国保から抜けていくわけですけれども、ここで実際のところ我々

としては余り大きくいじってしまうと、海のものとも山のものともわからない部分がある

わけなんですね。ですから、基本的にはいじらないで、何とかうまくつながらないかと、

こういう思いがあったわけなんです。何とか予算が組めないかと、こういうふうに大ざっ

ぱではありますが試算してみたところ、何とか組めそうだということで、現時点の税率と

全く変わらない方法で進めていきたいということなんです。 

 それから、市の方からの赤字補てん、赤字補てんと言うとおかしいですか、その他の繰

出金、こちらについても全くことしと同額をいただきたいと、こういう事前の交渉をいた

しまして、何とかしてもらえそうだと、こういう確信のもとにきょうお示しさせていただ

いたわけです。ですから、森戸委員のおっしゃるような資料と言われても、変更するわけ

でございませんので、これ以上のものはなかなか難しいのかなと思っているんです。 

質  疑 （森戸委員）今そういうお話があったんですが、例えば後期高齢者医療が４月

から始まったときに、１つはご夫婦で、だんなさんの方が75歳以上だと。奥様が七十一、

二だというふうになったときに、今まででいうと75歳以上のだんなさんは後期高齢者医療

の保険料になるわけですよね。しかし、73歳の奥さんの方は、この国保税という形になっ

たときに、本当に負担増がないのかどうかね。それは試算してみないとわからないわけで

すよ。ここでは資産割が、医療分は入っていますから、ということが１つあるのと、それ

から支援分でいうと、総額は同じかもしれませんが、これをどう見るのかという点でいう

と、応能応益が50・50だからいいんだというお話なんですが、では本当に応能応益割が、
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50対50が所得の低い人たちには本当に影響が出ないのかどうか。もともと昨年の第３回の

協議会中でも私は申し上げましたが、一昨年の税の見直しの中で、やはり均等割など大変

大幅に上がったということで、低所得者の負担は大変重くなってきていると思うんですね。

そのあたりも含めて、私はこの国保税の改定に合わせて負担軽減をしていくべきではない

かということを申し上げていたわけです。そういうことは、一切ここには反映をされてい

ないということなどもありますよね。 

 それと、では今回の支出の中には、保険給付費には特定健診事業が入っているのかどう

かということもあると思うんですよ。その上での計算ということになっているのか。もう

少しいろいろな検討をしていく必要があるんじゃないかと、税が変わらないんだからいい

んだということではなくて、やっぱりいろいろな角度から私たちも検討しないと、いや税

が変わらなかったからいいんですって、あけてみたら実はそうはなっていなかったよとい

うことになると非常にまずいと思いますので、慎重に審議する必要があるかなと思うんで

すが、今申し上げた３点ぐらいの点について、もし計算根拠などがあれば資料としても提

出していただきたいというふうに思います。 

応  答 （保険年金課長）非常に細かい資料が、そういう面では出せない。さっきも申

し上げましたように、制度が改正されて、今までですと、歳入と歳出のバランスの予測が

つくんですね。今回については、過去のデータが全く使えないというような状況があって、

国から示されたものをこのまま使わざるを得ないというような状況です。 

 ただ、スケジュールとしまして、小金井の３月の定例会は２月に始まりますので、それ

を逆算していきますと、この時点でどうしてもご答申等をいただかないと、予算そのもの

が組めなくなる状況です。現時点での歳入と歳出の内容を見た限りでは、今までの19年度

と同じ税率であれば問題なくいけそうだという、それも今の時点の判断ですので若干不安

はあるんですけれども、そういう見込みでつくっていますので、それを２本から３本に分

けただけということなんですね。ですから、基本的には軽減措置等は変わらないというふ

うに思っておりますので、これでとりあえずは出発させていただけないかなというところ

でございます。 

 特定健診の予算は、まだ実は単価等の関係は決まっておりませんが、やはりこういう時

間的な関係もございますので、国の方で示された基準額で私ども積算をしております。で

すから、仮にですけれども、金額が変わった場合には、補正予算等で対応せざるを得ない

というふうに思っています。 
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 ただ、私どももご提案しながら非常に歯がゆいといいますか、自信を持ってというとこ

ろまでいかないのですが、被保険者にとっては、そういう面では税額の増負担感というの

はないというふうに思っています。ただ、それが３つに分かれた、３つというか実際は１

つを２つに分けたということでご理解いただけるのではないかなというふうに思っていま

す。 

応  答 （市民部長）森戸さんから何点か細かい質問をいただきました。 

 まず１点目の75歳の配偶者の方が、75歳の後期高齢者にいって、もう一人の配偶者の方

が、いわゆる国保に残った場合どうなるのかという実際の例ですが、その人の所得にもよ

るわけですけれども、全くわからないんですね。全く、奥さんの方も同じような所得があ

れば、まさに２人で今度倍を払うような形になってしまうんですね、50何万円の限度額を。

それぞれが、片方は50万円ですが、払って、片方は53万円払うというような場合も出てく

る可能性はあるんですね。配偶者の方が相当の収入がある方の場合は、今まで１世帯で済

んでいたものがそれぞれに払うという形になりますから、最大限、その50何万円を余計に

払うということが理論上はあり得ます。あり得ますけれども、それがどなたかどうかとい

うことの計算はなかなか今の時点で難しいんですね。 

 それと、２番目に応能応益の関係で、低所得者層に目がいっていないんじゃないかと、

こういうことなんですけれども、各市の状況から見ると、私どもの方は所得割の方は高い

ということで、ほかの市よりは、いわゆる低所得者層には配慮しているというつもりでお

ります。 

 それから、特定健診のお話が出ました。今課長の方から言いましたように、この粗い予

算の中では、国が示した単価で歳出の方は、出の方は組んでおります。また、国の方では

入りの方、こちらも当然とるべきということで補助金がくるわけですが、そちらにつきま

しては後ほど特定健診の方でご説明申し上げますが、一応とらないと、自己負担は。そう

いう形で組んでおります。ですから、後ほどもう一つの方の案件の方の特定健診の方で、

中には入っておりますが、自己負担はいただかないんだと。こういう状況の中で予算を組

んでおります。それはやはり従来、基本健康診査の中でやってきている、料金をとってい

ないというこういう経過がございますから、ここで制度が変わったからいただきますとい

うのは、なかなか市民感情からしても理解を得られないと、こういったことを考慮いたし

ました予算編成ということでございます。 

 以上でございます。 
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質  疑 （森戸委員）それぞれどうなるかわからないという中で、私たちが決めるとい

うことになるというのは、非常に責任が重いですよね。後期高齢者医療も、これも確実に

保険料は、負担はふえると。でも、東京都の広域連合が発表している保険料を見ても、1.2

倍から３倍ぐらいに保険料がふえるということになっていますし、所得がゼロの方も最低

１万4,000円の保険料を払わなければならないという状況からすると、一方では75歳以上が

そうで、この国保税のところで資産割だとか含めて改めて、改めてというか、今まで１世

帯で考えていたのが夫婦それぞれでということになると、部長がおっしゃったように相当

な保険料額になるんじゃないかと思うんですね。 

 試算というのも全くなさっていないんでしょうか。例えば非課税、125万円を境にしてど

うなっていくのかとか、それからいわゆる高額の所得の部分、資産を持っている方を含め

た、そういういつも出されますよね、幾つかの試算をなさるわけですけれども、それは全

くないんでしょうかね。 

応  答 （保険年金課長）74歳以下の人に関しては、今申し上げたように１つの医療分

の保険料を２つに分けただけですから、試算はつくってありますけれども、同じものなん

ですよ。ただ、今委員の言われましたように、75歳以上のものと74歳以下のものが分かれ

る形の試算というのは、なかなかこれは難しくて、全体として、例えば収納率ぐらいのこ

とはやっているんですが、個別のケースというのは、どう言ったらいいんですかね、試算

にならないと言ったら変ですけれども、個別にはご回答できますけれども、全く違う制度

になってしまっていますので、そういう面ではそういった試算というものはしていないん

ですね。 

応  答 （国民健康保険給付係長）今の点にちょっと補足させていただきますけれども、

今課長の申し上げたとおりなんですが、基本的に75歳以上が後期高齢者に移るということ

の特殊な、今度条件が今までのものに加味されたということがございますので、ここにも

１つ諮問の中にお入れしてございますけれども、75歳以上の方が後期高齢に移ったことで、

残った方がいろんな負担の増になるようなものに関しては、基本的に国の方で、減免の措

置を、時限を区切ってではございますけれども、やる方向で整理されてございます。 

 いろんな事例が生まれると思いますので、私どもとしてはそういう、高くなったという

ようなご相談をいただいて、対処の仕方があるかどうかを調べて、平成20年度に関しては

個別に対処していくという方法をとりながら、税負担はなるべく多くならないような方法

を考えていこうというふうに、事務的には考えているところです。 
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 それで、個別にいろんな事例を出してご説明申し上げればよろしいんですけれども、そ

れよりは、去年と比べて極端に変わったという方がいらっしゃったら、ご相談いただきな

がら、何かこういう減免の措置はとれないかとか、国の方で考えられているものに適用で

きないかとか、そういうことを考えながら、なるべく税に対する負担感が増加しないよう

な対処ができればというふうに考えておりますので、そのような方向で、ぜひご理解いた

だければと思っております。 

質  疑 （友利委員）やはり今のお話を聞いて、この資料だけで、今までと税率、変わ

らないよというふうなお話をいただいても、これを、この資料から、そういうふうに判断

するという材料が非常に少ないと思いますね。時間が限られているということですが、今

までの後期高齢者医療制度のいろんなそういう対象者によるシミュレーションというのは

出ているわけです。国保の方は、これからいろいろ税率を決めるということですが、基本

的には税率が余り前年度と変更がないということなので、今までと負担はほとんど変わり

ませんよということを言うよりも、あくまでも負担が出る人もいるかもしれないけれども、

全体としては負担も減る人もいるし、従来と変わりありませんよということを、あらかじ

めここの委員の先生にお示しした上で、負担がかかる、負担がかからないということを認

識した上で、基本的には決めるべきじゃないかなと思うんですが、その辺が、個々にお答

えするということに関しては、それは実際、制度が進んだときにやることであって、ここ

で決めるのは、あらかじめこういうことが想定されますよということを、もう少しシミュ

レーション的に出していただいて検討すべきということではないでしょうか。これは時間

がないということで、このデータだけだというと検討のしようがないんじゃないかなと私

は思います。 

応  答 （保険年金課長）時間がないことは確かなんですが、今回の、最初に申し上げ

ましたように、いつも国保税を決めるに当たって、国保税を動かさざるを得ないのかどう

なのかというふうに最終的に決めるわけですけれども、その前段は、さっき申し上げまし

たように、歳出の予算を決めて、予測を決めて、さらにそこから歳出の予算を確保するた

めに、国だとか都だとか、いわゆる公費がどのくらい入るというようなものを差し引いた

残りを税で見なきゃいけない、こういう試算なんですね。ですから、そのときに他市の状

況等も踏まえて、上げなければいけないというときに、他市との均衡も含めて検討して、

なるべくご理解いただけるようなところで増改定をするということになっていますので、

今回も手法は全く同じでございます。 
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 私、ちょっと気になっているのは、75歳以上の新たな制度が出てきて、そこについての

保険料の負担がふえる等の問題は、またこれは別の問題でございますので、あくまで75歳

以上が抜けた後の国保税としてのところでご判断をいただかないと、それをひっくるめて

75歳以上が高いから国保税を何とかという話とは違うというふうに思っています。国保の

方で関係するのは、75歳以上の財源を確保する10分の４を、これは国保だけじゃないんで

すが、いわゆる若人層からの支援分という形で新たにそれを設定することになる。それは

今までの老人保健の拠出金と同じものが振りかわっただけなんですけど。今まで老人保健

の拠出金は、国保税の中に、医療分の中に含まれていましたけれども、今度は新たに独立

した形で明確化するというような方針で決まってきたものですから、私ども税が動くとか

ということであれば、いろんな形の資料をおつくりしてお示ししなければいけませんけれ

ども、今回はそういう面では全然動かないという結論でやっておりますので、これ以上の

資料は私どもはできないというふうに思っております。 

 以上です。 

応  答 （市民部長）本当に課長が今答弁したとおりで、やはり国保税のそもそもの成

り立ちといいますか、つくりは、そもそも目的税でございますから、国保事業を円滑にす

る財源を確保すると。その財源の一つであるというふうにとらえて、従来から医療費の伸

び、そういったものをまず抑えまして、その後、歳入措置を考えていたと。その歳入措置

を考えるに当たっては、各市の税の状況等を勘案しながら、税の公平性等について十分勘

案して決めていたという経過があるところでございます。 

 先ほどの森戸委員からの75歳以上のお話があった件で、またちょっと補足させていただ

きたいんですけれども、今まで私どもが述べた、昨年と変わりないということでございま

すので、去年と全く収入が同じ、その人は全く同じ額になるんですよ、税率が、税金が、

国保税が。森戸さんがおっしゃったのはまれな例でございまして、片方が75歳でいってし

まった場合、変わる人は当然出てきますね。だけど、まれな例であって、税本体の大くく

りの部分では何ら税金の体系には変わりはないと、こういうことでご理解願いたいんです。 

 友利先生おっしゃったように、それは全体的だろうと、変わる部分もあるだろう、変わ

らない部分もあるだろうということを言った方がいいんじゃないのというご意見ですけれ

ども、全くそのとおりと思いますので、私たちとしても変わりありませんよと一方的に言

うのではなくて、ある意味ではそういったボーダーのところにいる人は変わる可能性は十

分にあるということも踏まえた上で、広報にはあれしていきたいと、このように思ってお
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ります。 

（友利委員）今のお話で理解はできるんですけれども、ですから今言ったまれなケースと

いうところで、ご主人の方が後期高齢者で、73で、今度新たに国保に入らなきゃいけない

という人の数が、仮に、どのぐらいいるのかわかりませんけれども、非常に少ないと。た

だ、少ないとしても、そういった変化があるということ、要するに負担が少し上がります

よということは、やはりあらかじめ少ないケースであってもきちっと明示するというのは

必要じゃないかなと思いますので、その辺よろしくお願いします。 

（森戸委員）まれなケースかどうかというのはわからないですよね。まれなケースかとい

うのはわからないわけですよ。75歳以上の後期高齢者が１万1,000人ぐらいいらっしゃるん

ですよね。したがって、まれだからいいんだというふうになるかどうかというと、それは

別問題だということと。それから、保険給付費で見ると、平成18年度決算は保険給付費は

決算額51億円だったんですね。平成20年度、57億円ということで６億円の差があるわけで

すよ。19年度決算がどうなっているかということがはっきりわからないんですけれども、

こういう保険給付費のあり方そのものも本当にこれでいいのかどうかね。その決算の反映

というのは、ここに出ているのかどうかということだと思うんですよ。やっぱり医療費が

高くなって、診療抑制が大変起こっているという話もありますし、また医療報酬の単価が

引き下げられている。こういう問題もあって、全体的に私は18年度決算は、当初見込みよ

りも２億5,000万円、決算としては減額となっているということも含めて考えると、この保

険給付のあり方そのものも、やっぱりもっと根拠を明らかにしていただかないと、負担増、

もしかしたらこれ負担減をすることだってできるかもしれないんですよね。そのあたりも

含めて、ちょっと私はきょうこの場でこれを判断しなさいということは、大変無理がある

話だというふうに思っておりますので、ちょっとそのあたりは会長さんがどういうふうに

協議をなさるかというのはあるんですが、そういう意見は申し上げておきたいと思います。 

（会長）今、森戸委員、そして友利委員からもそういうお話がありました。諮問されて、

この諮問についての、先ほどありましたように事務局から説明がありました。２月21日か

ら始まります小金井市議会定例会に上程していくということからいって、若干の時間の制

約があろうかなと。そして、その本質のところで、後期高齢者が今までのところから抜け

て若干の移動があるとはいうものの、予算的な内容からいけば前年踏襲みたいな形になっ

てくるんだということが、事務局の重立った説明だろうと思うんですね。 

 そういうところで、時間の制約等がある中で、会長としては、ぜひその辺のところをご
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理解いただければありがたいなと、こう思うところですが、何かまだご意見があれば伺い

ます。 

質  疑 （渡邉委員）まず特定健診の方の資料は、こんな分厚くいただきました。これ

を読むのに１日かかりました。きょうは、またこちらで配付というから、もう少し資料が

くるのかなと思っていましたらば、２ページくらいなもので、ちょっと気が抜けましたけ

れども。 

 私は、こちらは素人なんですよね。私は、ある程度関心を持っていますので、非常に関

心を持っていますので情報も集めています。それから、後期高齢者の。ただ、情報が全然

こないんです。それで、今言いましたように、皆さんの中に、それは多少情報が入ってい

らっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、これがぱっと出てきまして、これでい

かがですかと言われると、まずちょっと今の段階では、もう少しいろいろ説明いただかな

いといけないんです。 

 その前に、この後期高齢者の制度が、皆さん、ある程度わかっている。これは12月20日

の新聞に出ていた、東京都の保険料から、保険料率から何から、これが非常によく解説さ

れているんです。私、今これ見て、ああそうかと思ったくらいなので、こういう解説を、

今度はこうなりますぐらいの解説は、少なくともこの程度の解説は今回つけていただける

のかなと思っておりました。 

 ですから、後期高齢者の医療ということがどうなるのかということ自体が、まだ全然把

握していないときに、こうなります、こうなりますと言われても本当に困るんですね。困

るというよりも、判断のしようがないと。 

 それから、今課長の方から言われましたけれども、その支援分、これは今まで老人保健

の拠出分ですけれども、それが10分の４になるという根拠ですね、これもちょっとよく説

明していただきたいんですが。 

 それから、何か私たち、素朴なことでいいますと、75歳以上が抜けてしまうんですから、

抜けてしまうとなれば、当然それだけ保険料の収入がなくなりますよね。ですから、今回

は反対に75歳以上の人の方が抜けてしまった分を、それが抜けてしまって、これを見ると

調定見込みというのは何だか医療分が斜めになって、反対に実入りが少なくなるわけです

から。 

（会長）支出はふえます。支出も減ります、保険給付。 

質  疑 （渡邉委員）支出がふえる。 
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 本来、支援分の問題だろうと思うんですね。ですから、その支援分がふえるんですけれ

ども、その支援分のやり方をどうやるのか。例えば、今までみたく、介護保険みたく、あ

る程度上から幾らとかって支援がきて、後で調整するとかというようなのか、それとも後

期になっても、ここの小金井市の国保の方が払った医療は、小金井市がやはり全部、結果

的に払うのか。 

 それから、ちょっと私、千葉係長からも聞いたんですが、今度、後期高齢者医療の特別

会計を立ち上げるそうなんですね。ですけど、そういうことが、きょうてっきり資料とし

て説明されると思ったんですが、ただ変わりませんから、変わりませんからでは、ちょっ

とその辺の最初の段階をもうちょっと説明していただかないと。私みたく関心を持ってい

ても、何か全然理解ができませんので、この辺どうされているのか、ちょっとお願いいた

します。 

質  疑 （小山委員）関連でちょっといいですか。 

 先ほど医療分を支援分と分けて、支援分が10分の４という話が、説明があったんですけ

れども、今回は医療分を医療分と支援分に分けるということで三本立てになるという説明

があったんですけれども、10分の４の根拠がわからないというふうに渡邉委員がおっしゃ

ったのは私も全く同じで、今回、二本立てが三本立てになるということを考えた場合、も

しまたさらにこれを何かの形で改正があったときに、三本立てそれぞれの値上げとか値下

げに対する考え方がどうなのかなと。今回はたまたま医療分を２つに分けただけだけれど

も、その10分の４の考え方によっては、また税額が全然変わってくるわけなんですよね、

値上げ、値下げの幅によって。そういうところもきちんと説明をいただかないと。今回は

確かに医療分を２つに分けただけだから、確かに変わりはないかもしれません。だけど、

これを２つに分けることで、これから以降、この先、やっぱりどういう影響が出てくるの

かというところがわからないと、今回変わらないからいいよというふうに安易に返事をし

ていいかどうかというところが迷うんですよ。そういうところもちょっと含めてご説明を

いただかないと、なかなかちょっと今の段階でここを判断しろと言われても、ちょっとど

うなのかなというのがありますので、そこのところをやっぱりもう少しちょっと考える時

間などもほしいなというふうに私は考えておりますけれども。 

（会長）今、主質問の渡邉委員の方、いわゆる後期高齢者医療の方は、今ここ、我々の国

保協議会では、それは一応その範疇外になりますので、その辺のところは一つ承知してい

ただいて、今答弁をいただきます。今の医療分についての考え方、ちょっと答弁してくだ
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さい。 

応  答 （保険年金課長）まず10分の４の考え方なんですけれども、これは法律で決ま

っていまして、後期高齢者医療制度の財源は半分を公費が持つと。その残りの半分の10分

の４ですね、これを若人層からの支援分で賄って、残りの10分の１を新たに保険料として

徴収するというふうに財源の制度が決まっておりますので、10分の４は各保険者、国保・

社会保険を含めて10分の４をそれぞれ割り振って出すというふうになっております。 

 関連の小山委員の方から言われた件ですが、この辺は確かに、そういう国保税そのもの

は目的税でございますけれども、その中の介護分、それから今回の支援分も、さらにその

中の目的税的なものでございますので、例えば今のような形で後期高齢者の財源が上がら

ざるを得ない、医療費がかかって全体として上がらざるを得ないということになった場合

には、その割合でふえることになると思います。 

 ですから、例えば100万円で組んでいた、仮にですけれども、例として100万円で後期高

齢者医療制度の予算を組んでいたとしますと、支援分は40万円でございますけれども、医

療費そのものが150万円に上がったとしますと、150万円の10分の４を支援分として負担す

ると、これは自動的にそういうふうになっておりますので、制度の問題でございますので、

この辺はしようがないというふうに思います。 

応  答 （市民部長）すみません、委員長の方から渡邉委員の後期高齢者の方の関係で

ご答弁あったところなんですが、若干補足させていただきたいんですけれども、後期高齢

者の新しい制度と国保と関係ないのかということではなくて、密接に実は関係しているん

ですけれども、制度の大枠は別の組織なんですね。国保というのは各市町村が運営するわ

けですけれども、後期高齢者医療というのは東京都全体、62団体、区市町村全部一緒にな

って広域連合という新しい組織をつくっているんですね。そこが税率を決めたりとか、そ

ういったことをやって、みんながそこに参加しているというところなんですね。確かにお

っしゃっているとおり、まだＰＲとか何かが少ないと、こういうことなんですけれども、

ここで広域連合の方も、税率とかすべて決まりましたものですから、ここから精力的にＰ

Ｒに努めると、冊子もつくるというような形でどんどんＰＲに努めると、このように聞い

ております。 

 また、私どもとしましても、国保と密接に関係があるものですから、例えば市民参加の

出前講座とか、こういったものにでも、私ども職員を派遣して説明に上がりたいと、こう

いうことも議会の方では答弁しているということで、これからどんどんそこら辺について
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は精力的にＰＲに努めていきたいと思いますけれども、基本的には委員長おっしゃるとお

り、国保と後期高齢者と関係がないことはないんですけれども、組織の制度の運営として

は別だということでご理解願った上で、お願いしたいと思います。 

（会長）ありますか。 

質  疑 （渡邉委員）今、後に申し上げました特別会計は組まれるんでしょうか、組ま

れないんでしょうか。何か特別会計、向こうの方に税金が、今度は後期高齢者の保険料が

いくわけですよね。それで、後期高齢者の保険料が、市は市で独自に計算してという特別

会計は組む…… 

応  答 （市民部長）先ほど申し上げましたとおり、主体は広域連合という大きい組織

ができるわけですけれども、そこが、税をかけたりなんかするのはそこのお仕事なんです

ね。役割分担で市町村が徴収してくれと、こういうことになっているわけなんですね。徴

収事務が当然入ってくるわけです。そういったものについては、高齢者の医療の確保に関

する法律と、こういうところで特別会計を組みなさいと、組まねばならないと、こういう

ことになっているわけですね。したがって、新しい特別会計を組みます、この４月から。

これは徴収したもの、それから納めるもの、そういったものを組むということでございま

す。 

質  疑 （渡邉委員）徴収した金額は、全部その広域連合会の方にいくという形になる

わけですね。 

応  答 （市民部長）私どもとは一切、懐が違うということになります。 

質  疑 （渡邉委員）わかりました。それはいいんですけれども。単なる事務を請け負

うという形になるわけですね。 

応  答 （市民部長）そういうふうに思っていただければありがたいと。 

質  疑 （渡邉委員）それで、まだちょっと私が理解できないのは、この支援分という

のは、今課長からも説明がありましたけれども、最終的には全部かかった費用を割り振っ

てくるんですけれども、それは全体のかかった費用の４分の３なんですか、それとも小金

井市でかかったら小金井市の、国保はないんですけれども、小金井市でかかった分の医療

費は、この支援分としてかかってくるんですか。 

応  答 （市民部長）いえ、そうじゃなくて広域連合ですから、東京都全域のかかった

分を各市町村が分担するわけですから、公平に。その部分が、全部案分されてくるんです

ね。高齢者の人数割とかいろいろありますけれども、それによって割り振られてくるとい
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うことなんです。それが、先ほど申し上げたように４割ということで、それは法定で決ま

っておりますので、多くなれば当然多くなるし、少なくなれば少なくなると。ただ、傾向

としては多くなるんでしょうねということが想像できるということでございます。 

質  疑 （渡邉委員）まだちょっと納得できないんですけれども、それでいて今の医療

分がそのまま変わらないで２つに分けただけだというところが、今度は要するに小金井市

の国保の人たちがかかった、その広域の75歳以上の人のかかった医療費がそのままくるん

じゃないんですよね。ただ、要するにある程度案分された金額がくるわけですからね。そ

れで、所得割と単に分けただけだと、とりあえずそれでやってみようと、足りなかったら

補正予算を組むつもりなんでしょうけれども、そういう考えなんでしょうかね。そこのと

ころが、基本的に違ってくるんじゃないかなと私。要するに、支援分というのは、国保そ

のものの分は実際かかった費用ですよね、お医者さんに払った費用とか何か、かかった。

ところが、今度支援分というのはそうじゃなくて、東京都全体でかかったものの割り振り

ですよね。そうすると、何か小金井の国保であった人がかかった費用のこれがくるわけじ

ゃないから、現在のその税率をそのまま単純にいくのかなという気がしますので、この辺

は単純に変わらないんですか、今まで、単に２つに分けただけで。 

応  答 （市民部長）もともと、やはりお金があればこういう問題は出てこなかったわ

けなんですけれども、結局、医療費のかかるお年寄りがふえる一方で、逆にそれを支える

人たちは少なくなっていると、もう逆三角形になっているんですね。そういったわけで、

いかに、やっぱり高齢者の医療も確保しなきゃいけないということで、確保と法律ができ

ました。それで、やはり各世代が支援していかなきゃいけないと、こういうことが基本理

念としてうたわれているわけですね。それでうたわれたあげくにできた法律によって、10

分の４は現役世代から支援しましょうと、高齢者が安心して医療にかかれる財源を確保し

ましょうというのが法の趣旨なんですね。そういった中で10分の４ということですので、

まずそれが決まっていると。 

 もう一つは、では各市町村がやっていたら、今の国保の財状を見てもわかるとおり、な

かなかこれは難しい問題があると。市区町村によっては、もう破綻してしまうんじゃない

かと。こういうことでスケールメリット、大きい組織にすれば、お互いに互助組織ででき

るんじゃないかと。これがスタートしたのが、広域連合という組織なんですね。県単位で

全国やりましょうということにしたわけですね。ですから、スケールメリットで、もしか

したら小金井市が組むとしたら莫大にかかるかもしれないんですよ。だけども、全体が支
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えてくれるから平均してなるわけですね。逆に、ほかの市町村に、もしかしたら払ってし

まう場面もあるかもしれないんですね。それは、トータル的には、長い年月、そのあたり

はお互いさまでしょうというのが、この法の趣旨なんですね。したがって、小金井がかか

らないから、これはちょっと払い過ぎたよとか、そういうことはなかなか難しいんですね。

もともとの趣旨がスケールメリットで、これを支え合っていきましょうということなんで

すね。したがって、そこら辺の、これについては非常に難しいなということでご理解願い

たいんです。 

質  疑 （渡邉委員）これはあれなんですけれども、この医療費の中には、この特定健

診の、今度はかかりますね、来年から。この辺は、普通の医療費、国保の医療費の中に含

まれているんでしょうか。特定健診という項目は、これは大きいからないんですけれども、

医療費の中にこの特定健診の費用も含まれていると理解してよろしいんでしょうか。 

（会長）これは委員、２つ目の諮問の方でやりたいと思いますので、よろしいですか。今

ここでは。 

質  疑 （渡邉委員）ただ、今、この予算の中でね。 

（「会長、ここの問題ですよ」と呼ぶ者あり） 

（会長）では、答弁。 

応  答 （保険年金課長）先ほども申し上げましたように、特定健診の事業は、歳出の

８番の保健事業費の中に組んでおります。 

質  疑 （渡邉委員）保健事業費ですか。 

応  答 （保険年金課長）そうです。75歳以上が抜けますので国保税はこの表のとおり

下がります。だけど、全体として下がらない理由は、今まで歳入の方の４番の療養給付費

等交付金という形で、今までマル退制度、退職者の方については、そこから支払ってもら

うという制度があったんですが、これが５番の前期高齢者の交付金という形に振りかわる

という、若干制度の中身が違うんですが、ここがかなり多く歳入として確保されています

ので、その分をカバーしてしまっているんですね。歳出の方は、後期高齢者の分といいま

すか、75歳以上の分は今までの保険給付費の中には含まれておりません。75歳以上の方は

全部拠出金でやっていた、老人保健法になっていますので、ここで歳出の方でいきますと、

５番の老人保健の拠出金という形で、給付費とは別に財源を持っていました、払っていま

したので、それとある面では同じです。ただ、違うのは、さっき委員が言われましたよう

に、今までは老人保健法は小金井の中でかかった分を最終的には見るわけですけれども、
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今度は62団体全部のかかった分の人口割等で支援分というのはきていますので、そういう

面では多少小金井の75歳以上のかかった方の実態とは少し違ってくる可能性はあるかもし

れません。 

（会長）よろしいですか。ほかに。 

質  疑 （紀委員）確認ですけれども、１ページのところの税額の増変更は行わない、

そして限度額の増変更は行わない、介護分の税率は19年度と同率・同額とするということ

であると思います。そして、また３ページの２年間、この国保被保険者となったことで保

険料負担をすることとなるため、当該被扶養者であった者については２年間、後期高齢者

医療制度と類似の緩和措置を講ずるものというふうにありますけれども、それは確認です

けれども、それでよろしいでしょうか。 

 私としましては、私もなぜこの資料が早くこないのかなというふうに、事前にいただけ

ないのかなというふうに一瞬思っていたんですけれども、一応部局の説明をいただいて、

この税の変更が、増変更がないということで、いろいろご苦労されて決められたと思うん

ですけれども、新しい制度のときにはいろいろ大変なこともあると思うんですけれども、

税率自体が変わらないということもありますし、先ほど申しましたように緩和措置を講ず

るということがありますので、そのような形でいいのかなというふうに思いますけれども、

この確認ですが、緩和措置というのは講じられるということでよろしいでしょうか。 

応  答 （保険年金課長）税の資料をもっと早くお出ししたかったんですけれども、な

かなかできなかった事情は、こちらの方としては、先ほどの説明のとおり、特に増税の必

要がなかったというようなこともございますので、他市の動向等もいろいろ確認していた

んですが、ほとんどこういう形で数字を出しているところはまだないんです。小金井は、

議会等の関係が早まっており、この中で見切り発車をしなきゃいけない部分がありますの

で、とりあえず増の根拠もないし、では逆に減の根拠もございませんので、歳入と歳出の

バランスをとったときに現行のままで、ただ法律が変わりますので三本立てにはしなけれ

ばいけません。三本立てにした中で、支援分の金額は示されておりますので、それは確保

しなければいけませんので、最終的にこういう形になったという状況です。 

 後段の減免の規定につきましては、これは全国で７万人ですので、ほとんどの区市町村

では例が余りないだろうというふうに東京都の方は説明をされています。ただ、実際、小

金井市ではどれだけいるかというのは私どもではつかんでおりません。ただ、こういう形

で条例設定をしておかないと、この人たち、仮にいた方については救済できませんので、
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これをここでつくっておく必要があるということでございます。 

 これとは別になりますが、いわゆる今マスコミ等で言われています75歳以上の被扶養者、

この方については２年間の軽減措置は当初から予定されていました。それが、今回、与党

の高齢者医療制度のプロジェクトによりまして、４月から６カ月間は、その徴収を凍結す

ると、残りの６カ月間は９割軽減する。さらに、２年後までは半額にするということは、

当初から決められた軽減措置が働いておりますので、それが十分かどうかわかりませんが、

国等は新しい制度変更に伴って極端に負担が増になる方については、一定の軽減措置とい

うか、緩和措置をとることを対応しておりますので、それに沿って今回、国保の74歳以下

の方が、国保になられる方については、減免のための条例改正をしておく必要があるとい

うことでご提案したところでございます。 

応  答 （市民部長）若干補足させていただきます。 

 先ほど渡邉さんの質問にもございましたが、これまで、後から送付するというので待っ

ていたら、たった２枚じゃないかと、こういうお話がございましたが、前段、きょうお出

しするまでに、実は内部的に何回も会議を重ねまして、また理事者の判断も何回も仰いで

おります。 

 その中で、１つ申し上げますと、例えば限度額なんですけれども、今回41万円、12万円、

８万円ということで、トータルすると53万円の８万円で61万円ということで変わりござい

ません。しかし、実際のところ、これは法で定めた限度額があるんですね。それは医療分

は47万円、支援分が12万円、介護分が実は９万円なんですね。支援分については、きたも

のをそのまま乗せただけなんですけれども、残りを引きますとかなり限度額が実は低いん

ですね。ですから、我々事務方としては、各市の状況を見て近づけたいなと、実は気持ち

があったんですね。ところが、まだ全然、各市そういうものを検討している段階ではない

と。まして、私ども今週末には一般会計の方の来年度の予算の内示があります。というこ

とは、予算もここでどどどどっと積み上がっていくわけなんですけれども、国保がおくれ

てしまっているという状況がございます。これは先ほど渡邉委員からもありましたように、

データが、情報が少ないというのは我々も同じでございまして、国、都からのデータが少

ないんですね。また、市町村のデータも少ないんですね。その中でやっていて、ぎりぎり

の線で出てきたところなんですね。そこで、限度額は上げなくても済みそうだという結論

にやっと達したものですから、ここでこのような形で出させていただいたということで、

ご理解願えればありがたいなと思っております。 
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（会長）ほかにございませんか。 

質  疑 （渡邉委員）確認しておきたいんですけれども、いろいろ減免措置を国で決め

ますね。これは後期高齢者ばかりじゃなくて、今回も対象。この減免措置の措置費用とい

うのは、これは減免分は一般会計からの市の負担になるということはなくて、全部その分

は国から補てんされるということになるんでしょうか。 

応  答 （国民健康保険給付係長）現在行われている制度で、６割軽減と４割軽減とい

う形で、いわゆる法定分の減免をしておりますけれども、そのもの、金額に関しましては、

約４分の３が国、都からきます。それで、残りの４分の１が一般会計からプラスされて、

私どもの方へ繰り入れられるという形で、この予算書で申し上げました９番の繰入金の中

に基盤安定繰入金という項目がございますけれども、そちらの方にそういう措置がされる

ようになっておりますので、一般財源の負担としては、約４分の１ぐらいの金額が一般財

源からという形になっています。それは法定で、そういうふうにしなさいというふうに決

められていますので、自由に一般財源を幾らにするということではなく、国、都、市で決

まった金額を負担する、そういう仕組みになってございます。 

質  疑 （渡邉委員）そうすると大体４分の１ぐらいは、どちらにしても減額した分は

市の負担になるということですよね。そして、この案は第１次の予算案ですから、まだ出

ていないので、いわゆる市の持ち出し分ですね。持ち出し分、普通は決められた持ち出し

分、いろいろありますね。そのほかに、それ以外の持ち出し分というのが、またその年に

よっていろいろあるわけですけれども、これについては今回は、特にこの第１段階では考

慮されている、どのぐらい、決められた持ち出し分だからしようがないです。これは例え

ば出産手当金とかというのは決められた持ち出し分ですけれども、そうじゃないものにつ

いての、いわゆるその他の赤字補てん部分の持ち出し金というのは、今回のこの中にはい

かがなんでしょうか。この辺のところが、去年と同様にするとか、それとも去年と同様な

んでしょうか。その辺のところ。 

応  答 （保険年金課長）すべて前年と同じものをお願いしていますので、それよりも

減ってもいません。同じ形です。 

質  疑 （森戸委員）それで、先ほど小山委員が言われたことって非常に大事だと思っ

ていて、これで見ると、医療分と支援分が今までの現行医療分の負担割合と変わらないか

らいいというお話をなさるんですが、こういう図というのは私はおかしいと思うんですよ、

一緒にして出されるというのは。というのは、支援分はあくまでも独立した支援分なんで
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すよね。ですから、後期高齢者医療の医療給付費が上がれば、当然10分の４の、先ほどの

説明があったように、医療負担、その支援分の税率も上げざるを得ないわけですよ。今の

話でいくと、支援分の10億8,000万円をどう分けるかというと、所得割と均等割が５・５で

すよと。つまり、均等割が高ければ高いほど所得の低い人の負担感は重いわけですよね。

所得割の方は、それなりの所得に応じて払うわけですから、それは当然それなりの負担に

なっていくということなんですが、医療分が23％と76％、つまり応能率が高いですよね。

能力に応じて、所得に応じて払う率の方が高くて、支援分の方は所得に関係ない応益割の

方が高くなっていると、こういうふうにした根拠というのはどこにあるのか。 

 私は、先ほども小山委員が言われたの、そうだなと思うのは、税率は変わらないんだか

らいいんだじゃなくて、ここの出発点のところで所得割、応益率と応能率が本当にこうい

う割合でいいのかどうかという議論が、まず１つは必要なんじゃないかと。それから、も

う一つ、私が申し上げた保険給付費が、18年度決算が反映されず51億円の保険給付費が、

今回６億円の差で、平成20年度も57億円になっているわけですよ。その積算根拠などを含

めて、これは一般的な国保税の税率の定め方として、なぜこういうふうな根拠になってい

るのかということも説明していただかないと、もしかしたら税率を引き下げることだって

できるかもしれないわけですよね。とりわけ平等割だとか均等割が大変重く、所得の低い

人にはかかっているわけですから、年間200万円の人も800万円の人も、均等割と平等割は

同じなわけですよね、払わなきゃいけないのは。だから、そのあたりは、下げることがで

きるかもしれないし、もう少し非常に税を決定するに当たっては、私はこの資料だけでは

本当にわからないですよね。これで決めてくださいということにはならないと思うんです

が、それは別として、２つの点についてはご答弁をいただきたいと思います。 

応  答 （保険年金課長）支援分といいますか、医療分もそうですけれども、国保税の

考え方、50・50というのが法的に決まっている考え方です。今までの経過の中で、小金井

の場合は６・４とか７・３とかという形で、応益割を少なくして応能割をふやしてきたと

いう状況はありますけれども、今回の支援分を算定するに当たって、７・３でいいのか、

６・４でいいのかという根拠は何もありません。ですから、私どもは５・５でやってもら

うのが一番法的にもかなっているということで、それをさせてもらいました。 

 結果として、それが、今回は別にして将来的にどうなのか、これは確かにおっしゃると

おりで、さっき申し上げました目的税の中の目的的な経費ですので、上がれば当然そこの

ところでは考えなきゃいけないなというふうに思っています。時間とかもうちょっと材料
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等があれば、この医療分も検討したいと思っておりました。ただ、それができなかった事

情もございます。ですからかなりバランスを欠いているんですね。 

 医療分につきましては、応益割が23.4％、応能割が76.6％というような結果に今年度は

なってしまっていますので、これは当然、東京都から指導が入る可能性があります。また、

余りこういう形でバランスを欠いた形でいきますと、小金井の場合は６割、４割の軽減措

置もなくなるのではないかというような懸念もあります。これは来年度、一定の議論をし

ていただく必要があると思っています。ただ、今年度はその辺の議論を進めますと、全く

議論だけで進んでしまって日程的に間に合わないということが予想されますので、現行の

中でとりあえず割り振らざるを得ないということを前提に考えさせてもらいました。です

から、来年度、５・５がまずくて、医療分のように６・４でいくのであれば、その辺の議

論をさせてもらいたいと思いますが、今年度はそういう形で出発をさせていただくし、そ

の根拠は、５・５というふうに決まっているのは、法的に決まっているからでございます。 

 それから、２番目の51億円の決算から57億円の予算という見方でございますけれども、

私どもあくまでも予算の積算に当たりましては、決算の状況も加味いたしますけれども、

予算状況でやっていく必要があります。決算だけでやりますと、やはり医療費というのは、

何回も申し上げていますように、予算がないからお医者さんにかからないでくれというこ

とは言えませんので、単純に決算だけで今年度の予算を決めるというようなことはできま

せん。ですから、過去の３年なり５年なりの傾向を見て予算は組まざるを得ません。結果

として余るということもありますし、もちろん逆に足りなくなることもございますので、

その辺は今までの積算のところで見ていただかざるを得ないなというふうに、思っていま

す。特に今年は、マスコミ等で、インフルエンザが非常にはやっているといわれており、

これから３月、４月まで非常に苦しい思いをいたします。足りなくなる可能性があります

ので、ですから単年度だけでいろいろ判断をなさらないでいただきたいと思っております。 

応  答 （国民健康保険給付係長）ちなみに、19年度の見込みですけれども、56億円か

ら7,000万円程度の執行残というところまで医療費が伸びておりますので、この19年度の予

算をベースにして3.1％という形で増加見込みをとっていますので、ちょっと低いかなと思

うぐらいの数字だというふうに我々の方は理解しております。 

（渡邉委員）すみません、素朴な質問なんですけれども、19年度は……。そうか、75歳以

上の方は今でもこの保険給付費の中に入っていないわけなんですね。それなら理解できま

す。何か75歳以上が抜けてしまうのに、何で20年度が、その抜けただけ低くなるんじゃ。
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これは私の方が失礼しました。要するに、何で75歳以上が抜けるのに保険給付費を高くす

るのかなとちょっと思いましたけれども、今までの人は老人拠出金の方になっていたとい

うことですね。どうもすみません。 

（会長）それでは、特にそのほかご質疑なければ、これで質疑を終了いたしたいと思いま

す。 

 それで、先ほど来、今、事務局からも説明があったとおり、この国民健康保険税の見直

しについては、先ほど来、言いますように２月21日から始まります定例市議会の方に予算

を上程しなければなりません。そういった関係で、時間の関係があります。いろいろご議

論もあるところではございますが、答申をまとめて、会長としてはまとめていく方向を持

っているんですが、その点についてちょっと事務局の方から何か説明して。どういうふう

にあれするか。 

（保険年金課長）例えば、この後、来週も日程を入れてはいるんですが、ただ具体的な資

料と言われましても、ほとんど資料らしい資料はないんです。この中でご判断をいただく

形なので、例えば結論を変えていくというようなことの資料をお出しできればいいんです

が、ございませんので、ちょっとここでご判断をいただいた方がありがたいというふうに

思っています。 

（会長）今、事務局の方、苦しい答弁でございます。時間的な関係だろうと思うんですね。

そういうことで、委員長としましては、先ほど諮問されました、お手元にありますこの小

金井市国民健康保険税の見直しについての諮問の記とあるそれ以下、これについてほぼこ

のとおり答申をするという方向で、もし皆さんのご了解をいただければ、そういう方向で

まとめさせていただきたいと思うんですが、ここについて何かまだご意見ありますか。 

質  疑 （友利委員）次の特定健診のところでの話との関連ですが、この表の２枚目の

平成19年度・平成20年度の当初予算比較というところで、これはそういう案ということで

あって、これから検討する特定健診の事業計画案と、要するに連動するものなんですか。

もし、連動するものであれば、まだ検討していないのに、先にこの部分を決めるというふ

うな事実になってしまうと非常に問題じゃないかなと思うんですが、この数値に関しては

あくまでも案ということでよろしいんですか。 

応  答 （市民部長）友利先生からご質問いただきました。特定健診の方ですけれども、

先生おっしゃっているのは多分事業費のことだと思うんです。現在、私どもの課長の方か

ら伝わっている話では、まだ協議中であると、決定していないということを伝えてもらっ
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ております。したがいまして、そちらが確定した段階でこの数値は動くと、歳出が動くと

いうことでご理解願いたいと思うんですね。その場合、それでは今、バランスをとるため

にどうしたらいいかということになるかと思うんですけれども、それは予算上のいろいろ

な形で方策を考えまして、例えば一般会計から余計にもらうような手だてをするとか、も

しくは、ことし実は、先ほど森戸委員からありましたように１億9,000万円ほどの前年度繰

越金というのが出ているんですね。基本的には、ことしの医療費がちょっと足りなそうな

んで、そちらにも投入しなきゃならないんですけれども、若干それでも余りが出るんじゃ

ないかという腹づもりがあるんですね。そこら辺を投入することも考えまして、いろんな

手当は考えていきたいと思いますが、いずれにしても今の時点では、これが確定という数

字ではないと、動くということでご理解願いたいと思います。 

（会長）ほかにございますか。 

 それでは、特に今まとめていきたいということに対してのご意見もないようでございま

すので…… 

（森戸委員）すみません、まとめていきたいというのは、私はこの税率については、今判

断する材料もありませんし、とりわけ医療費ではなくて支援金の部分は、もっといろいろ

な角度から検討する必要があるのではないかというふうに思います。その点で同意するこ

とができませんので、ここでは反対を表明するということになるかなというふうに思いま

す。医療分、介護分については、これはそれなりの、これまでのものであるということだ

と思うんですが、支援分については私は今判断する材料はないと。応能応益割はもっと変

えることも、10億8,000万円というこの枠組みは変わらないわけですけれども、その税率を

決めるわけですからね、ここで。私は、所得の低いところは、低い方々に負担感がないよ

うにすべきだと思っていますので、ここでは同意できないということを表明させていただ

きたいと思います。 

（会長）そういうご意見がありました。一応ここで、後ほど、先ほど森戸委員からはそう

いうご意見がありましたけれども、事務局と調整をした上で答申書にまとめていきたいと

思います。そういう方向で……。 

質  疑 （横尾委員）すみません、私、素朴な、しかも基本的な質問なんですけれども、

ここでの採決というのは、いわゆる国際連盟方式の全会一致なんですか、あるいは国際連

合方式の３分の２以上、どっちなんですか。私は、マジョリティボウズ。過半数でもいい

し、３分の２、どっちでもいいけれども、国際連盟方式の全会一致でいくと、こう解して
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しまいますよ。だから、私は国際連合方式の３分の２、あるいは過半数のルーラリズムか

マジョリティボウズか、プロライズでいくべきだと思いますけれども。非常に素朴な質問

です。しかも基本的な質問です。 

（会長）おっしゃられるとおり、体制、そういうご意見があったということの中で、特に

採決ということでもないんですが、そういうことでまとめさせていただくということにな

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

 委員長としましては、この第１の小金井市国民健康保険税の見直しについての諮問につ

いては、大方のご理解をいただいたということで。ご意見もあります。そういう中で、一

応答申を答申書にまとめて、市長の方には答申をしてまいりたいと。そして、その答申の

答申書につきましては、後日、改めて事務局からそれぞれ委員の皆様にはご送付申し上げ

させていただくと、こういうことで集約させていただきたいと思います。 

質  疑 （小山委員）まとめる答申書なんですけれども、答申として出した上で、出し

たものを配付するのか、それともきょう、かなり多くの方から意見が出されておりますの

で、そういうものを付して答申を出すということで、あらかじめそれをこちらにお諮りい

ただけるのかどうなのか、そこをちょっと確認させていただきたいんですけれども。 

応  答 （市民部長）２年前でしたか、参考としていただけると思うんですけれども、

税率の改正がございました。そのときもやはりこういった形で、諮問、答申という形をと

らせていただいているんですけれども、全会一致とかそういうことではなくて、答申を出

すときには、こういう意見もありましたということで、たしかあのとき小山委員は反対だ

ということだったと思うんですね。たしかお一人だったと思うんですけれども。そういう

少数意見はあったものの、総意としては賛成ですよというような答申の書き方になったと

思うんですよ。今後についても、そういった答申の書き方になるのかなと思っているんで

すよ。ですから、総意としては賛成だけれども、こういう意見はありましたと。だれだれ

がこう言ったということではなくて、少数としては反対の意見もあったけれどもという形

の答申書になるのかなと、従来の形では。それでご理解願いたいと思うんですけれども。 

質  疑 （小山委員）では、どういう意見が出て、どういうところに懸念があってとい

うところまでは…… 

応  答 （市民部長）もちろん答申、諮問という紙１枚程度の内容でございますので、

スペースが当然おのずと限られますので、そこまでは従来、書いておりませんね。提言書

とかなんかじゃございませんので。 
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質  疑 （小山委員）議事録は出せるわけですよね。 

応  答 （市民部長）議事録は出ます。 

質  疑 （小山委員）ぜひそれを読んでいただくような形をとっていただけるようなこ

とを、要するに答申書を渡すときに、やはりどういう意見が出されたかというのは、やは

りその答申を渡す側にもしていただきたいと思うんですよ。だって、ここで出された議論

ですのでね。だから、そういうところもした上での答申ですよということを、やはり理事

者に本当は把握していただくべきなのかなという思いがありますので。 

応  答 （市民部長）議事録は、いつものとおりのあれで、皆さんの目を通してもらっ

てからになりますので、なかなかそれは難しいんですね、物理的に。したがって、そうい

う意見があったということにつきましては、我々の方で要点を申し送りするというような

形にならざるを得ないのかと思うんですけれども…… 

質  疑 （小山委員）申し送りはしていただけるということでよろしいんですか。 

応  答 （市民部長）そうですね。こういう意見があったということですね。 

質  疑 （森戸委員）例えば、こういうことですね。大方というか、ほとんどが賛成を

されたと。しかし、一部に、私が先ほど言ったような意見で反対の意見表明をされた方も

あったというようなことになるんですか、答申書の中身は。 

応  答 （市民部長）そこまで細かくは書かなくて、一部反対の意見もあったが、総体

的には賛成だったというような書き方になるのかなと思います。だれだれがどういう内容

で、どうのこうのとまでは書く予定はないですね。 

質  疑 （渡邉委員）今の協議会の採決の方法については、協議会設置要綱か何かで、

過半数だとか何か決まっていたんじゃないですか。例えば…… 

（会長）そういう規則はないようです。 

質  疑 （渡邉委員）ないんですか。例えば、各委員が１名以上出席とか、過半数出席

とかありますね。だから、決まらなかったときには議長が決めるとか、過半数で議長、そ

ういうのが、きょうは持ってきてなかったんですけれども、この協議会の中に…… 

応  答 （市民部長）市長の諮問に対する答申でございまして、この答申、すべての市

のあれを拘束するわけではないんですね、法的側面から見ますと。したがいまして、そこ

までのことは、決定したという、その必要性もないのではないかと。皆さんの自由な闊達

な意見で…… 

質  疑 （渡邉委員）今も協議会の設置の要綱か何かであると思うんですが、それの中
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に意見のときには過半数で決められないときは議長が決めるとか、そういうのが何かあっ

た…… 

応  答 （市民部長）そこは逆に決める必要もないんじゃないかと。 

質  疑 （渡邉委員）そうですね。さっき横尾委員が質問されたように、全会一致なん

ですかとか何とかという、そういうもの。だから、そこのところが、私がちょっと、今、

議事録に、議事に載せなくて結構ですけれども、ちょっと疑問がありましたので質問しま

した。 

応  答 （市民部長）やはり皆さんの意見を聞いて、市長が諮問して答申いただいて、

市長がそれなりの判断をして、議会の方にまたお諮りして、議会では議会でまたそれらの

一定の審議を踏まえて採決していただくという段取りがありますから、この時点で反対だ、

賛成だということで、そこまで態度を明らかに…… 

（渡邉委員）出席委員の何分の１とかというふうなのはなかったんですね。 

（会長）それでは、皆様には先ほど来、申しましているように、答申書がまとまりました

ら、その答申書の写しを後日、事務局から各委員にご送付申し上げますので、そういうこ

とで、この第１の諮問についてはこのくらいにさせていただきたいと思います。 

日程第５ （会長）それでは、早速、続きまして、次に第２、小金井市特定健康診査等実

施計画についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

説  明 （国民健康保険給付係長）保険給付係長の千葉と申します。改めて、遅くなり

ましたけれども、本年もよろしくお願いいたします。 

 私の方から、小金井市特定健康診査等実施計画についてご説明申し上げますけれども、

着席させていただきます。 

 お手元に事前にお配りしてございますが、内容的に非常にページ数が多うございますの

で、逐一ご説明するということではなくて、ポイントだけご説明させていただくことでご

理解いただきたいと思います。 

 まず、ちょっと訂正点がございますので、23ページをお開きいただけますか。 

 23ページの方に、保健指導のプログラムについて、上段の方に載せてございますが、そ

の左側の動機付け支援プログラムに関しまして、前回の運協の方でご提案申し上げまして

ご協議いただいたときに、最終の評価について、やはり面接等の処置でやったらどうかと

いうことでご提言をいただいていたところだったんですが、そのようにプログラムを改修
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するつもりでちょっと指示しておったんですが、まだそこが直っていない形で、手紙等で

やりとりする形になってございますので、右側の積極的支援のプログラムの最終評価と同

じような形で記載がされるというふうにご理解の上、お読みいただければと思います。申

しわけございませんでした。 

（「どこのことかよくわからない」と呼ぶ者あり） 

説  明 （国民健康保険給付係長）23ページの上段の左側、動機付け支援プログラム案

の一番下にございます最終評価というところで、手紙等のやりとりにより評価というふう

に書いてございますが、こちらを右側のように、10分間の面接による評価、来場できない

場合は手紙一往復による評価というふうに変えさせていただきたいということでございま

す。 

 それから、一番最後の方に資料集という形でおつけしてございますが、31ページに受診

券、利用券見本という形で表題のみ載せて、この見本の方をまだおつけしてございません

が、これちょっと様式等がまだ固まっておりませんので、今回はまだ資料としてお示しで

きなかったということです。基本的には国の方で標準的なプログラムに載せてございます

受診券、利用券の様式がございますので、そちらに準拠した形で様式は定めていこうと思

っておりますので、その点でご理解いただければというふうに思っております。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 まず、今回の実施計画をまとめるに当たりましては、運営協議会の方で、第１回に特定

健診の概要について説明させていただきました。そちらにつきましては、この実施計画の

中の第１章に当たる部分の、なぜ特定健診・保健指導が導入されて、どういう形で位置づ

けられているのかというようなことをご説明させていただきまして、ご理解をいただいた

ところでございます。その内容につきまして、第１章に掲示させていただいております。 

 ２ページ目の図がございますけれども、こちらの方の上の図が端的な変更を示している

というふうに私どもは思っています。今までは老人保健法に伴う基本健診というもので健

診事業を行っていたわけですが、そちらが特定健診、あるいは介護の健診、健康増進法に

よる健診というふうな形で、それぞれ機能に応じて分化されたという形で、20年度から行

われるというのが主な概要になると思っております。 

 特定健診に関しましては、下の部分で、これまでの健診・保健指導から、特定健診の中

身は、こういう目的に変わるんだということも、第１回の運協の方で資料をお示した図に

なってございますけれども、特徴をここで何点かにわたりまして図示しているものでござ
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いますので、ここで改めてご確認いただければというふうに思います。 

 第１回の運協の方でご説明した内容は、そのようなものだったというように思っており

ます。 

 第２回で健診についての受診率等の確認、それから実施体制等の確認についてご協議を

いただきました。そちらにつきましては、この冊子の３章の部分に、健診の内容、それか

ら４章の部分に保健指導の内容を挙げさせていただいております。第２回での運営協議会

では、その概要につきましてお示しいたしまして、主にいつから健診を始めるとか、ある

いはどのような形で会場を準備するのかとか、いろんな細かい点を概要としてお示しした

ところでございますけれども、その点でいろいろご協議いただきまして、ご意見をいただ

いたような内容も含めまして、３章と４章の方に盛り込んでございます。 

 その中で、先ほどの税率の説明の中でも触れましたけれども、自己負担につきましては、

私どもとしては平成20年度に関しましては求めない形でやっていこうということで、ペー

ジにしますと20ページと24ページのところの対象者への通知と利用方法というところで、

対象者への自己負担はありませんという形で明記させていただいております。 

 こちらに関しましては、後で触れますけれども、国保の被保険者に対するアンケートの

方では、割と自己負担に関しては容認する意見が多うございました。ただ、今までの基本

健診の方で自己負担等を求めていないというような事情もございますので、今の時点では

私どもとして自己負担を求めないという形で明記させていただいて、この実施計画をまと

めさせていただくというように思っております。 

 それから、前回になりますけれども、第３回の運協の方では、保健指導のプログラムに

ついてご協議いただきました。先ほどちょっと見ていただきましたけれども、ご協議いた

だいた内容でプログラムの方をまとめさせていただきまして、23ページの方に載せさせて

いただいているところでございます。 

 以上のような形で、３章、４章で、主に特定健診、特定保健指導についての具体的な内

容、運営の方法について載せさせていただいております。 

 それから、実施計画を策定するに当たりまして、先ほど申し上げましたが、被保険者の

方にアンケートを実施してございます。そのアンケートによりまして被保険者の方の、い

ろいろな動向等を調査させていただいて、その動向を生かした形で先ほどの３章、４章を

つくらせていただいたような形なのですが、そのアンケートの内容に関しまして、ちょっ

と前後しますけれども、２章の方にまとめさせていただいております。 
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 その２章に関しましては、アンケートの結果の前に、医療費の方から見ました小金井の

国保の保険者の生活習慣病にかかわる状況とか、あるいは健康課題等を分析したものをあ

わせて載せてございます。こちらの方で、主に小金井の国民健康保険の被保険者の方のい

ろんな意味での現状分析がなされているというふうにご理解していただければと思います。 

 それから、今までの２章から４章のいろいろな内容を策定するに際しまして、今まで基

本健診の方を主に担当していただいていました小金井医師会さんの方に、健診項目等の内

容の確認をさせていただいたり、あるいは実施体制についていろいろ内容をご相談させて

いただいたりしまして、そのような内容を含めまして、先ほど申し上げました実施体制の

方には反映させていただく中で、健診につきましては小金井市医師会さんの方で、委託で

お受けしていただくという方向で、今、協議をさせていただいているところですので、そ

のような形で健診事業の実施機関として、医師会さんの方を載せさせていただいていると

ころでございます。 

 それから、もう一つ大きな点として、個人情報の保護の点がございます。この点に関し

まして、第５章の方に、今まで協議会の方で余りご提起申し上げないできましたけれども、

個人個人の健診データ等を、一つは健診の管理システムの方へ組み込むというような大き

な一つのデータ管理がございます。それから、もう一つ、健診をした実際のデータを、健

診結果を出すために、いろいろやりとりするというようなこともございますので、その点

に関しましてどのように保護していくかということを、健診データの管理システムの規定

というようなものを設けるとか、あるいは医師会さんや保健指導を行う業者さんとの契約

の中に、きちっと個人情報の保護の条項を盛り込むとか、そういうような形の原案をつく

りまして、２月に予定されてございます個人情報審議会でご審議いただきまして、個人情

報の保護について遺漏なくとり行われているということをご確認いただいた上で、作業を

進めさせていただくというような内容で、第５章に個人情報のことを触れさせていただい

ております。 

 以上で、この実施計画の中で盛り込まれている主な点はご説明させていただきましたけ

れども、こちらに関しまして、きょういろいろな点でご審議いただきまして、その結果、

このような内容でご了承をいただきましたら、市報やホームページを通じまして、市民の

皆様に公表していくような段取りで考えております。大体２月から３月のところで、その

ような公表をしていければと思っているところでございますので、よろしくご審議の方を

お願いしたいと思います。 
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（会長）以上で事務局の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 どなたか。 

質  疑 （友利委員）実施計画案というのが、きょう、今までの３回の流れの中でご提

示いただいたわけです。計画案と、計画をして予算どりするのが今週末ということで、こ

れは要するに案の段階で決められることなんですか。 

 ですから、まず第４章、特定健診の実施方法、実施体制として小金井市医師会に委託の

方針というふうに明記されています。実施計画案が出て、実際どういうふうな、例えば地

区医師会との交渉というのは、委託料、委託範囲、委託基準等を、今までいろいろ市の関

係者の方と検討してきているわけですけれども、全く具体的なことが決まっていない中で、

委託するというのは、結局、市の方の条件でするという意味なのか、あるいは要するに医

師会としてこの間ご提示したような条件でやる方向なのか、それがまだはっきりしていな

いというか、はっきりしているのかもしれないけれども、少なくとも医師会にはそういう、

こういうふうな形でやりましょうという情報がない中で、これを決めるというのが可能な

んでしょうか。それが第１点。 

 それから、第２点としては、その委託の具体的な内容の中で、健診して結果を提出する

ときに、国としては保険者が各被検者に結果を提供するというふうなことになっています

けれども、その辺が、ちょっと細かいことですが、この実施計画案の中には、要するに健

診結果をどうするかというところが、ちょっと明記されていないので、その点どうする予

定なのか。 

 それから、あとは実施の対象の期間を２グループに分けるということですけれども、そ

の６月からの第１グループで受けられなかった人とか、そういった受診率が非常に少なく

なることが危惧されている中で、そういったところをどうしていくかとか、細かいところ

がまだ十分、回答いただいていない中で、これで、この計画で委託、お願いしますと言わ

れても、委託先としてはきちっとしたことが提示されていないのに、はいそうですという

わけにはいかないと思うんですが、これが、聞きますと今週末に予算が決まるということ

なんですが、医師会にはそういった情報が全然きていないんですけれども、それで決める

んですか。医師会以外に、ほかに委託先も一応考えているんですか。 

（会長）３点の答弁を。 

応  答 （保険年金課長）今、友利先生おっしゃるように、まだ細かい部分といいます
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か、単価等は決まっておりませ。ただ、こちらも東京都を通じて提出していくという日程

的な部分がございますので、私ども大きいところでは、こういう形でお願いしたいという

ふうに思っています。先生の方で言われている一番大きいところは単価の問題でございま

すけれども、わかりやすく申し上げますと、従前やってきました老人保健法に基づく基本

健診が、今度は特定健診になったり、あるいは介護予防の健診に分かれたり、それからそ

れにも不足している部分については健康増進法でカバーするというような、３つに分かれ

てくる部分がありまして、それぞれ、国の示しているような単価だとか、そういう調整も

含めまして合意点を見出していきたいというふうに考えておりますが、とりあえず大きい

ところではこういう形で、ぜひお願いしたいというふうに思っております。ですから、基

本線は変わっておりませんが、細かい部分ではまだ未調整であることは確かでございます。 

 さらに、２番目に言われました健診の結果のこと等も、12月にご協議いただいたとき、

それまでと国の方の考え方がかなり変わりましたので、それに基づいてまた私どももスタ

ンスを変えることとなりました。ぜひ今後も精力的に詰めてまいりますけれども、基本的

にはこういう形で実施計画をつくって進めていきたいということには変わりはございませ

ん。 

応  答 （国民健康保険給付係長）未受診者への対応ということでご質問ございました

ので、私どもとしては、一応４カ月の健診期間を設けてございますので、こちらに載せさ

せていただいておりますけれども、例えば２カ月を過ぎた方等、送った後に抽出いたしま

して、それで受診勧奨のはがき等でご案内を申し上げまして、そういう形を毎年繰り返し

ていくような作業かなというふうに思っております。ですから、中間に未受診者へ必ず受

診の勧奨のはがきをお送りするというふうに、ご理解いただければというように思ってお

ります。 

質  疑 （友利委員）ですから、その委託を受けるというときに、委託する条件という

のが、お互い話し合っているということですけれども、その妥協点がというか、情報を提

示しても、まだ十分そういう結論が出ていないわけで。ですから、いや国の決まりの中で、

先ほどの１番目の議題の中の予算の方を見ると、これは今まで提示していた予算よりもず

っと減額された予算で考えているわけで、この辺が、例えばあらかじめこういう趣旨で出

していますよとか、そのほかにそういう、こちらはきちっと要望を出しているわけで、こ

ういう条件だったら受けられますよということを出しているわけで、それに対してまだ要

するに話し合い中、調整中、でも今週末には予算が決まるわけですよね。そういった中で、
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要するにこのとおりというと、簡単に言うと国が決めたとおりでやりますよということで

あれば、医師会として今までこういう、現在までやってきた健診の流れの中で、きちっと

やっていただきたいというふうなことをちゃんと提示しているわけで。ですから、全く話

が進んでいない状況で、時間があればいいんですけれども、今週末に予算を決めるという

段階で、まだ何も決まっていないのに委託しますというのはちょっと理解できないんです

けれども。 

 ですから、ここへ出す以前に、国保運営協議会の前に、そういった今後の見通しとして

きちっと医師会の方にご提示していただければ、ちゃんと医師会としても特定健診は協力

していきたいというのが基本姿勢なので、その辺がやっぱり。ただ受けるに当たっては、

かくかくしかじかの条件のもとで受けますよというのを、あらかじめこちらとしては出し

ているわけで、それがちゃんと考えのような形で反映されるのか、あるいはこういうとこ

ろはちょっと無理だとか、そういうことが決まっていない中で委託します、委託受けます

という結論は出せないと思うんですけれども。ですから、その辺、予算が決まる前にちゃ

んとお互いの条件を整理して、妥協できるようなところかどうかというところを決めない

と、ではこれで医師会が委託できないとなったら、ほかにちゃんと用意しているんですか。 

 ですから、条件をちゃんとこちらは言っているわけであって、それも無理な条件を言っ

ているわけじゃなくて、要するに平成19年までの市民の健診の事業の枠の中でいろいろで

きますよということをご提示しているわけで、その辺をちゃんと資料として出しているわ

けですから、それに対しての回答もなくて委託しますよと。それは、だからこちらの条件

も加味して、考慮して、こういう形でいきましょうということであれば当然引き受けると

思います。その辺を何も明示しないで、時間がないからここで決めましょうと言われても、

それは難しいですよね。その辺をどう考えているか、ご答弁をお願いします。 

（会長）条件整備をいつやるかということについて。 

（友利委員）だから、あしたでもやるんだったらやりましょうよ。 

応  答 （市民部長）私の方から、まず大枠についてお話をさせていただきたいと思う

んですけれども、大きなくくりの中で。国保だけが特定健診イコールということであれば

簡単なんですね。ところが、今回は従来からやっている基本健診の部分の、いわゆる表現

としては上乗せ項目と言っていますけれども、これ一緒にやるということでありますから、

予算上でいうと特別会計であったり一般会計であったり、課でいえば保険年金課が持って

いたり健康課が持ったりと複雑な構図になっているんですね。 
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 そういう状況の中で、国保のこの場ではあくまでも、国保の保険料にはね返るものです

から、国の部分ということで考えているんですよ。いわゆる従来の部分については、一般

会計の方で何らかの形で、従来どおりのものが補てんできないものかと、こういう方法を

大きくは考えているんですね。したがって、今決まっていないから国保は組めないんじゃ

ないかということではなくて、国保はあくまでも法定上の部分で考えておいて、そのほか

の部分については、たしか違う部分で何らかの方法ということで、今交渉しているのでは

ないかというふうな報告を私は受けているんですけれども、細かいことについては課長の

方から。 

応  答 （保険年金課長）最初に申し上げました予算編成については固定じゃありませ

んので、もし状況として国保でこの辺の保健事業の単価を含めて考え直すということであ

れば、補正予算等で対応できるというふうに思っています。ただ、今の時点では、特定健

診についての単価については、26市というか東京都全体の保険者として統一の単価で交渉

に当たれということになっていますので、私どもまだそれから先の具体的な案が出ていな

い以上は、それで対応せざるを得ないというふうに思っています。 

 先生が言われることもよくわかるんですが、仮にそれを前提とした場合には、当然こう

いう実施計画等が出せませんので、それとの絡みで見ていただきたい、というふうに思い

ます。 

質  疑 （友利委員）ですから、実施計画の中では出せないのは当然なわけですよ。だ

から、そこを埋めるために、特定健診だけじゃなくて、後期高齢者の健診、それから上乗

せ健診、その辺を総合的に考えて、健診事業としては今まで市に協力して医師会としてや

ってきたわけですから、その方向は、要するに健診事業を一定の条件のもとで、従来どお

りの形に近い形であればお受けしますというのを、あらかじめこちらとしては資料を出し

ているわけですよ。ですから、それに対して特定健診の枠組みの中では、国が決めたとお

りであるけれども、例えばそのほかの上乗せ健診を含めて従来のそういう一般会計の方で、

今までの健診自体の枠組みというか範囲に近い形でやりますよと。具体的に細かいところ

はすぐには決まらないと思いますけれども、そのやりますよというお答えがないわけです

よ、今まで。だから、検討中です、検討中ですと、今週末に予算が決まって、何を検討す

るんですか。 

 ですから、この特定健診の事業計画案では、案ですから、こういう方向でやるよと。具

体的に、では全体の健診事業に関しては、市としては従来どおりの形で考えて医師会に委
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託するよと、そういうのをちゃんとお答えいただければ、別に細かいそういう価格設定と

か、そういうのはまた改めて検討してもいいと思うんですよ。ところが、それが全くはっ

きりとして、要するに市、理事者というか、市の方からきちっとそういう、具体的なこと

はこれから詰めることにして、全体の方向としては今言ったように健診全体を、例えばこ

ちらの条件というのは何も新しい条件ではなくて、従来、基本健診をしてきた条件をもと

に出しているわけで、その辺をできますよ、やりましょう、一緒にやりましょうという形

でちゃんと言っていただければ、こちらは当然協力するわけですよ。 

（会長）今、委員の方からはそういうことで、従来どおりの健診をやるためには所管課が

違ってくるわけだね。そういうことがあって、調整もあるんだろうと思うんだけれども、

今、委員の方は従来どおりのことはやっていくんだということの答弁がないということで

再度質問されていますので、その辺を踏まえて答弁。 

質  疑 （廣野委員）関連して。先にいただいた資料の２ページに、今までの状態が、

老人保健法と介護保険法で、今の健康診査というのはやっているという説明がございます。

図解してあります。それで、今度はそれが右のように、高齢者医療確保法と健康増進法と

介護保険法と３つに分けてやるけれども、この図を見ると一緒になってやりますよという

ように理解できるんだけれども、そういう理解でよろしいんですね。 

 そうすると、その中の特定健康診査だけは、いわゆる国保でやるんだと。あとの方は健

康課とか、介護課でやるんだと。それを三位一体になってやるんだというふうに理解して

いいと思います。そうすると、今までと同じような健診内容になるんだろうなというふう

に我々は想像するわけなんですが、それでいいと思いますけれども、そうだと思いますけ

れども。 

 先ほどの説明で４カ月という表現がありました。ところが、現在の健康診査をやってい

るのは、もっと長いんですよ。２月まで、年度の初めから、５月からだっけね、やってい

るのは。 

（「７月」と呼ぶ者あり） 

質  疑 （廣野委員）７月からだっけ。７月から２月まで長い期間なんですね。それが、

また昔は９月から11月の初めまでという短い期間だった。それが長い期間に変わりました。

大変いいことだと思うんですけれども、またそれを縮めてしまうということですか。さっ

き４カ月という表現があった。そうすると、特定健診の方は４カ月で、あと健康診査の方

はもっと長い間、２月ぐらいまでずっとやるというちぐはぐな状態、担当課によって実施
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期間が変わってしまうのかしらという不安もあるんだな。その辺の調整は、関係課同士で

していないのかな。それ、いかがですか。 

質  疑 （森戸委員）友利委員がおっしゃっているように、特定健診だけではなくて、

これまでの基本健診を維持してほしいというのは、ずっとここで出ていることなわけです

よね。きょうこの計画を決めるに当たっては、やっぱりこれまでの基本健診、どうするの

か、血液一般だとか眼底検査や誘導心電図や市の独自の上乗せ分、どうするのかというこ

とは、やっぱり補足的に、健康課長さんいらっしゃっているわけですから、ぜひ説明をし

ていただきたいというふうに思います。 

応  答 （国民健康保険給付係長）４カ月のお話ですが、前回にご協議いただいたとき

にもご説明したのですが、基本的に国保の特定健診の場合は、国保加入者の異動等が考え

られまして、これを受診期間を長くとりますと、実際、動いてしまった人が、受診期間の

範囲の中で、その受診券を持って受診をしてしまうというようなことも考えられますので、

特定健診に関しましては、異動による過払いみたいなことが発生するようなことになりま

すので、それで４カ月に区切らせていただくという内容になっております。 

 ただ、ほかの健診とのそごが出るということですが、我々の方で、事務的な運用に関し

ては、健康課あるいは介護の方と相談していますけれども、基本的には上乗せ健診に関し

ましては、特定健診の受診者の方が受診に行ったときに、上乗せ的にこれも健診を受ける

と、そういうようなスタイルを想定していますので、上乗せだけを受けにいくということ

は発想の中には持っておりません。事前にいろいろ説明させていただいておれば、そんな

にそごは生まれないのかなというふうに思っているところです。 

 ただ、この辺は、先ほど友利先生の方からもいろいろご指摘いただいていますけれども、

いろんな運用について具体的な手順等を相談させていただく必要があるというふうに思っ

ています。その辺は、まだ全然されていないところでの考えになりますけれども、基本的

には４カ月を定めたのは、特定健診のそういう国保の加入状況、異動状況を踏まえての判

断だというふうにご理解をいただければというふうに思います。 

応  答 （健康課長）健康課で従来実施しておりました基本健診ですね、それを今度、

特定健診と、それから上乗せ健診、それから介護保険法による生活機能評価と分かれるわ

けですけれども、それについて一体実施ということでずっと検討しておりました。 

 特定健診に上乗せをして実施する健診につきましては実施する方向で、健診項目につき

ましては、胸部レントゲン、眼底検査、心電図、血液一般、血清クレアチニン、尿酸等を
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考えておりますけれども、この詳細な内容につきましては、まだちょっと詰め切れていな

いようなところもありますので、まだちょっと動くかなというふうには思っています。で

すから、やる方向で医師会の先生方と協議をさせていただいておりますので、実施をして

いきたいと思っています。 

 それで、実施の期間ですけれども、生活機能評価につきましては、介護保険課の方で事

前に市民の方に調査を直接実施して、それ以後のところを医師会の先生方の方にお願いす

るような形で今検討しております。ですから、やり方も変わりますので、そこにつきまし

ては先生方ともよく相談をして、この期間でいいのかどうかということもありますけれど

も、調整しながらということになります。この４カ月で足りるのかどうかということにつ

いては、またここでお話をいただきまして、また全体的にも調整をしていきた考えており

ます。 

質  疑 （友利委員）上乗せ健診に関しては健康課、今課長さんがお話しされたように、

こちらとしても特定健診の上乗せ分は、今言ったような項目をぜひ継続してやっていただ

きたいと。それから、後期高齢者に関しても、都の広域連合は特定健診の基本項目並みで

各自治体任せということなんですけれども、これに関しても特定健診の必須項目に加えて、

いわゆる上乗せ項目も後期高齢者の健診にはぜひ入れていただきたいと。そういうのは、

あらかじめこちらとしてお願いしているわけで。 

 ですから、必要なものは、項目としては大体コンセンサスは得られているわけです。と

ころが、それを実施するに当たってのいろんな単価を含めてのそういう話し合いが、まだ

十分ついていないわけです。ですから、そういった話し合いを、結論を、実際、国のスケ

ジュールの工程表でいうと、９月には地区医師会の交渉をして、それから11月には地区医

師会の仮契約をして、１月に国保運営協議会に仮契約の内容を承認するというふうな、そ

ういう、これは国が決めた工程ですからそのとおりいくとは限らないんですけれども、そ

の工程でいくと、要するにきょうのあれを含めたらあと数日しか時間がないということで

すね。 

 そういった中で、要するにさっき言った項目は大体コンセンサスを得られてやっていた

だくような方向だというふうにお返事もいただいているんです。ただ、その特定健診だけ

をここで話をするというのが、先ほど来、ほかのいわゆる上乗せ健診とか介護保険の方の、

介護予防の方の健診というか、そういう形で三つどもえ、３つ、三位一体ということで全

体を調整しながらやらなきゃいけないというのは、当然、私たちは理解しているんです。
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それはこちらの方から、縦割りじゃなくて、連携してやらないと、これは難しいですよと

いうのはあらかじめ言っているわけで、でももうそろそろその全体像をきちっと、こうい

うふうにやりますというふうなことを言っていただかないと、それがいつ出るんですかと

いうことをお聞きしたいんです。特定健診だけじゃなくて。 

（会長）全体的にいつごろ。 

応  答 （市民部長）今、友利先生おっしゃったように、また健康課長が答えたように、

大枠のコンセンサスというのは得られているんだろうと、私どももそういうふうに認識し

ているんですね。私どもの方としては、この時点で、逆に言うと一刻も早く市民に知らせ

たいなと、こういう思いもあるんですよ。というのは、４月から始まるわけですから、制

度の変更ですか、こういったものを印刷等にかけまして知らせなきゃいけないという、こ

ういうこともあるんですね。したがって、交渉ごとは交渉ごととして、先生おっしゃると

おり残っていますし、現在も進行中ですし、結論が出ているわけでもございません。しか

しながら、やはり先生おっしゃっているとおり、医師会が今までどおり引き受けてくれる

という方向性と、それからお願いしたいという方向性の部分では、コンセンサスは得られ

ているのかなと思っているんですよ。交渉ごとの部分として残っている、それは大事なこ

との部分が残っているということも理解しているんです。 

 しかしながら、先ほどおっしゃったように今週末が一応予算の一般的な内示の期間に当

たっているわけですけれども、その後、復活とかいろいろあるわけですけれども、若干の

余裕はあるにしても差し迫っていると、こういう実態があることも理解しています。そう

いった意味の中で、全体的な中で何とか国保の部分だけの特定健診だけでも、ここでご理

解願って、交渉ごとは交渉ごととして、わかります、理解していますということは難しい

ですかね。 

質  疑 （友利委員）ですから、その特定健診の部分というのは、大枠はもう決まって、

国が決めてあることなので、これに関して大枠を変えるというふうなことは言っていない

んですよ。ですから、項目に関しても決まっていますし、上乗せ項目に関してもお互いコ

ンセンサスは得られているわけですけれども、いわゆる全体の事業費という形での委託の

契約のところが大まかに提示がないと、要するに予算も何もわからないでお受けしますよ

ということは、医師会としては受けようがないわけですよ。ですから、市の考えている、

国にのっとった単価、それで絶対やってほしいと、そういうふうな意向だったら、こちら

はこういう条件で、今までやってきた範囲でやっていただきたいという条件を出している
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ので、お互い折り合いがつきませんよね。ですから、どこで折り合いをつけるかというと

ころを、いろいろ今まで医師会としてアプローチしているわけだけれども、これはだから

総枠で考えないといけないというのは理解しているんですよ。特定健診だけをとってとい

うのはなかなか難しいと。ただ、とりあえず時間がないから特定健診の部分だけでも決め

たいという、そういう市の方の、国保の方の考えもわかりますよ。ただ、再三言っている

ように、全体で決めなきゃいけないところがあるのに、結局、抜き出して国保のところだ

けを決めるというのが、今の段階では不十分じゃないかなと思うわけですよ。それは条件

を提示していないから。 

 ですから、その条件が、例えば補正予算を組んで、従来どおりのそういう費用負担の中

でやっていきますよとか、そういうふうなご提案があれば、では具体的なのは先に決めて

いけばいいですよというふうなお返事もできるわけですよ。 

応  答 （保険年金課長）総枠でということになりますと、国保の部分は非常に狭い、

その中の一部分ですので、私どもの方からは本当は申し上げる立場ではありませんけれど

も、今、毎月、定例的にご協議をさせていただいて、今月の22日に、また医師会さんとの

ご協議をさせていただく予定でおりますので、そこでは一定の考え方をお示しするつもり

でおります。ですから、それを過ぎなければ国保の方も決められないということであれば、

今回はこの答申についてはきょう出していただけないということで、まとめていただくし

かないかなというふうに思います。 

（廣野委員）今、友利委員が言ったことは確かなんですが、そうだと思いますが、今、久

保課長が言われたように、お互い信頼関係を持って、この交渉をしているわけですから、

今、久保課長が言われたように、22日にその総枠でということを、国保では国保の予算し

か論議できないわけですから、やむを得ないことだと思うんですよ。だから、そのために

医師会と市の健康課と国保と介護福祉課という３つの課長が来て医師会と話し合っている

んですから、それを信頼してみていいんじゃないかと僕は思います。ここで白黒つけろと

いうのは、ちょっと越権な、国保としては越権行為になるだろうというふうに私は理解し

ていますから。 

（横尾委員）私は完全に、全くのトウシロウで、素人で、医療関係には全く無知なんです

けれども、素人の立場から、一般市民の立場から申し上げると、今までのご議論に基づい

て、予算の範囲で賄えるところはそれでよし、はみ出した部分は全部自由診療を提案いた

します。自由診療です。だから、自由診療で受けたい人は受ける、受けられない人は受け
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ない。それでいいじゃないですか。実によくわかりますよ。私はもともと混合診療、だっ

て歯科が混合診療をやっているんだから、全部混合診療にするべきです。今、私はかかり

つけの眼科の医者にも行っているんです、混合診療で行っているんですけれども、混合診

療にするべきですよ。だから、はみ出した分はみんな自由診療にしてしまえばいいじゃな

い。そうしたら医者と患者との話し合いで全部解決してしまう。実にすっきりしていませ

んか。 

（会長）横尾委員からは、そういう。 

質  疑 （友利委員）廣野先生が言ったように、お互いの信頼関係ということで今まで

やってきているわけです。ですから、その信頼関係に沿うように。要するに簡単に言うと、

例えば予算が決まった後で、もう既成事実だというふうなことで思っていただくと非常に

困るということなんです。僕はそういう、いろんな議会関係のことは知らないんですけれ

ども、一度決まったことが覆るというのがなかなか現時世でないので、あらかじめそうい

う情報をいただいて、特定健診の部分に関してはこの範囲で、しかし小金井市の健診事業

全体に関しては、こういう形でやりますよというのを22日にご提示いただくということな

んですけれども、それはそれで当然ご提示いただいていいんですけれども、要するにタイ

ミングがちょっと遅いんじゃないかなということで、先ほど来、今週中にはある程度の予

算が決まると。だから、年金課長の方は、補正予算ということもあり得ますよという話は、

この間ちらっとしていたんですけれども、そういう形で医師会としても要望をある程度取

り入れた形で考えているけれども、具体的なことはこれから相談しますよと。特定健診に

関しては、年金保険課が考えている形で、その足りない分を市の方の一般財源からの方で

考慮しますよと。そういうふうなお話になれば、この部分はもう決まっていることですか

ら、要するに反論することも何もないんですよ。ただ、要するに特定健診だけじゃなくて、

健診事業全体を医師会としては今まで協力してきたわけですから、それを言っているんで

す。ですから、特定健診に関してだけというのが、きょう決めたいというふうなことです

けれども、きょう恐らく今の状況では決められるという、たまたま私が国保運営協議会と

医師会の方の担当をやっているので、話がある意味で僕の中で短絡しているんですけれど

も、そういうところを、廣野先生が言うように22日まで、回答を出していただくというこ

とで、それで仮にですよ、私たちが意図しているような結論にならなかった場合はどうす

るんですか。 

質  疑 （森戸委員）ちょっと今のお話を伺っていて、ここには医師会に委託と書いて
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あるわけですが、これはまだ決定していないということですよね。委託契約書も結ばれて

いないと。今のお話だと、22日に行うというお話なんですが、それで23日だとか、またこ

の運協を開いて、おっしゃるように本当にきちっと解決した形で運協が開けるのかという

ことだと思うんですよ。あしたでもお話ししましょうとおっしゃってくださっているわけ

ですから、もう少しそこはよくお話し合いをされた方がいいのではないかと、前日ではな

くてね。間に合いませんでしたからといって、何かそれで折り合いがつかないままいくと

いうのでは、私、結論が出ないと思うんですよ、計画案の。したがって、もう少しそこは、

なぜ22日じゃなきゃいけないのかということと、ちょっとそのあたりはよく調整をしてい

かれる必要があるんじゃないかと思っているんです。その点で、どうお考えなのかという

ことだけ伺っておきたいと思います。 

（会長）一定ご議論いただいたところでございます。この諮問につきまして、できれば委

員長としては、先ほど来、友利委員からもおっしゃっていただいているとおり、あるいは

廣野先生が大局的な立場からおっしゃっていただいております。できればこの特定健診に

ついての答申も、きょうと思っていたんですが、なかなかそうもいかないという思いがあ

ります。そして、事務局側としましても、友利委員がおっしゃられる健診全体の問題につ

いていうと、彼らが所管している部分はその一部だと。それは廣野先生がおっしゃってい

るとおりであります。 

 そういうことで、ではきょう、あしたすぐ折衝できるかということでもないようでござ

います。そういうことで、今、森戸委員からもそういうご指摘がありましたが、22日には

既にそういう会合をお持ちになるという予定があるようでございます。したがって、きょ

うの諮問に対する答申については、きょうはここで一応答申はまとめられないと、きょう

の時点では。委員長としては、そういう判断に、今、立ち至ろうかというところでござい

ますが、その辺について何かまだご意見があれば伺います。 

質  疑 （森戸委員）だから、私は前倒しでできないんですかと言ったんですよ。22日

じゃなくて、直前ではなくて。 

（会長）ですから、今申しましたとおり、この国保協議会を所管している事務局としては、

健診全体からいけばごく一部だから、ではここでいつやりますということにはなかなか、

事務局としてはなりにくいということを言っておりますから、そういう中で22日には、先

ほど廣野委員からもご指摘があったとおり、そういう打ち合わせがあるようです。ですか

ら、そこで鋭意やっていただくというのが、私、委員長としては現時点ではそういうふう
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に判断をいたします。したがって、現段階では答申をまとめられないという判断で、次回

にまとめたいと思います。 

質  疑 （森戸委員）それで、まだちょっと幾つか本当は質疑をやりたかったわけです。

それで今、例えば上乗せについても言われたんですが、私の手元にある資料も、市の独自

の上乗せからすれば、まだ不足なんじゃないかと思っているところもあってね。これは国

保の運協ですから、それは関係ないんだと言われればそれまでなんですが、しかし実際問

題として全体的な１人の、やっぱり国保加入者の健康を考えたときに、どうなるのかとい

うことぐらいのもう少し説明だとか、資料だとか出していただかないと、質問しなきゃ答

えが出てこないみたいな話というのは非常に時間だけがかかる問題で、ちょっとそのあた

りは提起していただけないかと。 

 それから、先ほどもあった特定健診と一般健診の流れのことも、ちょっと私も納得いか

ないところがあって、では40歳から64歳までは４カ月で、ここまでで、９月までで終わり

ですよということで、それ以降は、では健診も受けられないのかとか、そういうちょっと

まだ細々したことってあるんですよね。そのあたりも、来週だったら来週でもいいんです

が、もうちょっと…… 

（会長）森戸委員、先ほど来言っていますとおり、健診全体については今ここではそれを、

全体を所管しているわけじゃありませんから、今もし何でしたら意見があるのであれば意

見として述べておいていただいて、22日には、先ほど来、申しまして、全体を医師会さん

とお話し合いをするということのようですから、今ここの場でその問題を解決するという

わけにはいかないと思いますので、もしご意見があるのであれば、ご意見をどうぞ言って

いただいて、それでこの会はそういう方向で進めたいと思いますが、どうですか。 

（森戸委員）いいですよ、来週まとめて言いますから、意見は。答申に対する意見ですよ

ね。 

（会長）そうです。 

（森戸委員）それは来週、言いますよ。だってまだ結論が出ていないんだから。 

（会長）では、そういうことで、22日に話し合いをするところ、何か意見を言っておくと

いうことはなくてよろしいですね。22日に、先ほど来、こちらの方の事務局と、ここだけ

じゃなくて、健診全体の事務局と医師会さんとお話をするということがあって、何か今、

健診項目がどうかとおっしゃっていたから、それが何かもしあるのであれば、ここで聞い

ても答弁はできませんから、意見だけ言ってくださいと言っているわけです。もし、必要
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であれば。必要でなければ、これで締めます。 

質  疑 （森戸委員）でも、聞かざるを得ないですよね。今のお話……。では、いいで

すか。 

 今の健康課長の答弁ですと、一体実施で検討したいというお話があったわけです。上乗

せは実施するということで、胸部レントゲン、心電図、眼底検査、血液一般、それから血

清クレアチニン、あと尿酸ですね、これは行うというお話がありました。私が持っている

資料では、例えばアルカリフォスフォターゼ、総たんぱく、アルブミン、尿素窒素、白血

球数、血沈、糖負荷試験、ＣＲＰ、ウロビリノーゲンという市独自のこれまでの上乗せ分

があったはずだと思うんですが、これらも含めて実施をするということでいいのかどうか

ね。これまでは、これは医師の選択によって、市の独自の上乗せ分として行っていたとい

うね、私、昨年の６月定例会の私の一般質問の資料で提出していただいています。この点

については、今後も実施するということになっているのかどうか。ちょっと先ほどのお話

ではわからなかったので、伺っておきたいと思います。 

（会長）それでは、そういうことで意見をおっしゃっていただきましたので、すぐにこの

場で…… 

（森戸委員）質問なんですけれども。 

（会長）ですから、質問に対して答弁、この場では答弁ができることにならないと思いま

すので。 

（森戸委員）どうしてですか。 

（会長）所管が違いますから。 

（森戸委員）だって先ほど答弁してもらったじゃないですか、健康課長さんから。 

（会長）では、健康課長、答弁できる範囲でしてください。 

応  答 （健康課長）健診の項目につきましては、従来やっていた上乗せ健診の項目の

中から、医師会の先生方と協議をして必要最低限のものということで絞らせていただきま

した。ですから、全部を実施するということではありません。今６項目を重点的にやろう

ということでお話をさせていただいています。 

（会長）それでは、再度申し上げます。現段階では、諮問に対する答申をまとめられない

と判断をいたしますので、次回にまとめたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 それでは、特にご異議がないようでございます。 
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日程第３ （会長）次に、日程第３、その他を議題といたします。 

 事務局、何かありましたらお願いします。 

説  明 （保険年金課長）一応、私ども、来週の23日を予定しておりまして、これはた

だ、今の特定健診の関係で設定した日程ではございませんので、違う案件を考えておりま

す。ですから、22日の話し合いの結果、そのご報告ができれば、それで23日はしたいと思

いますが、23日は全く別の案件を予定していまして、その案件についてはまだ決まってお

りません。急遽ここで理事者等の判断をいただいた上で設定をするつもりですので、23日

はもしかしたら少し延びるかもしれません。ですから、特定健診だけについては、また別

の日程を、もし医師会さんと調整が22日だけで済まないという可能性もございますので、

特定健診についてはもっと別の日程を設定することになるかもしれません。そういったこ

とでございます。 

（会長）ただいま事務局の説明は、第５回運営協議会を来週１月23日、今のところ、きょ

う特定健診の問題が、答申がまとまりませんでしたから、そうすると別の議題を23日に予

定していたと。しかし、特定健診の問題についても、この時点でまとまっているかどうか

わからないということで、一応23日が提示されましたが、変更になる可能性もあるという

お含みでよろしくお願いしたいと思います。 

 何かありますか。 

質  疑 （森戸委員）別の議題というのは、どういうことなんでしょうか。 

応  答 （市民部長）今回、医療制度が大きく変わるわけなんですけれども、見直しを

したいというのが１点ございまして、見直しです。現制度の見直しをしたいというのがあ

りまして、各市の状況とか、そういったものを今、情報を収集しているという段階なんで

すね。保健事業です。新たに、いわゆる特定健診が入ってくるものですから、今まであっ

た事業の中の見直しを図っていきたいと。それが保健事業なものですから、国保の運協に

おかけする必要があるということでございます。 

質  疑 （渡邉委員）この23日は、何時からどこで。 

（会長）一応、今のところは午後２時で。その予定どおりいけば午後２時。１月23日、水

曜日、午後２時と。 

質  疑 （渡邉委員）場所はここですか。 

（会長）ここでということで、予定どおりいけば、いった場合ですね。 

質  疑 （渡邉委員）２月１日の予定だと聞いたことがあるんですが、２月１日は今の
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ところない。 

応  答 （市民部長）現時点では入ってございません。 

（横尾委員）見直しをするのであれば、ぜひ混合医療にしてください。自由診療、ぜひ入

れてください。混合医療にして。だって、私が思うには、今、市場経済の時代でしょう。

なぜ医療だけ社会主義なんですか。私たち資本主義の社会でしょう。なぜ医療だけ社会主

義じゃなくてはいけないんですか。混合医療にするべきですよ。 

（会長）それでは、本日の議題は以上で終了いたしたいと思います。 

 長時間にわたりご審議をいただきまして、大変ありがとうございました。次回の運営協

議会も引き続きありますので、よろしくお願い申し上げまして、本日はこれで終了といた

します。 

 ありがとうございました。 

閉  会 午後 ４時３６分 
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 以上、書記をして会議の顛末を記載し、その記載に誤りのないことを証します。 
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